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要
旨
﹈

古
代
公
文
書
の
成
立
前
史

漢
字
・
暦
・
印
・
文
書
様
式

仁
藤
敦
史

は
じ
め
に

❶
漢
字
運
用
の
習
熟

❷
暦
の
導
入
と
年
号
表
記

❸
印
章
の
押
印

❹
大
宝
令
以
前
の
文
書
形
式

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
古
代
の
文
書
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
諸
要
素
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
具
体
的
に

は
、
漢
字
運
用
に
対
す
る
習
熟
、
暦
の
導
入
・
普
及
、
印
章
制
度
の
導
入
、
文
書
形
式
の
統
一
な
ど

で
あ
る
。
い
ず
れ
も
七
世
紀
後
半
以
降
に
充
実
化
し
て
く
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

大
宝
令
以
前
の
要
素
を
残
す
「
大
命
符
（
宣
）」「
某
前
白
（
申
）」「
辞
」「
牒
」「
解
」
な
ど
の
文

書
形
式
を
検
討
し
た
結
論
と
し
て
、
文
書
形
式
は
上
申
か
下
達
か
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
だ
け

で
、
公
式
令
に
規
定
さ
れ
た
文
書
形
式
の
違
い
は
大
き
な
意
味
を
有
さ
な
い
こ
と
が
再
確
認
さ
れ

た
。
さ
ら
に
、
書
状
形
式
の
影
響
や
口
頭
伝
達
を
前
提
に
し
た
内
容
が
み
ら
れ
、
唐
代
で
は
な
く
古

い
中
国
の
文
書
形
式
が
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
大
宝
令
以
前
か
ら
継
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ

れ
た
。
奈
良
期
前
半
に
お
け
る
出
土
木
簡
や
正
倉
院
文
書
に
は
こ
う
し
た
公
式
令
の
文
書
形
式
を
逸

脱
し
た
実
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
七
世
紀
に
は
確
実
に
口
頭
伝
達
を
補
完
す
る
文
書
が
存
在
し
た
こ

と
が
指
摘
で
き
る
。
紀
年
木
簡
を
基
準
と
す
れ
ば
、
天
武
四
年
以
降
の
年
紀
を
持
つ
物
が
連
続
し
て

出
土
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
文
書
行
政
の
習
熟
に
お
い
て
大
き
な
画
期
と
な
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
暦
・
印
章
・
文
書
形
式
・
口
頭
伝
達
・
書
状
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は
じ
め
に

本
稿
で
は
、
古
代
の
文
書
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
諸
要
素
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

る
。
古
代
に
お
い
て
は
律
令
国
家
の
成
立
に
よ
り
官
僚
制
と
セ
ッ
ト
で
文
書
行
政
が

本
格
的
に
開
始
さ
れ
た
。
古
代
文
書
に
つ
い
て
は
、
律
令
に
よ
っ
て
公
式
様
文
書
と

い
う
書
式
が
定
め
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
書
を
運
用
す
る
役
人
と
官
司
の
充
実
が
前
提
と
し
て
必
要
で

あ
る
こ
と
は
自
明
だ
が
、
制
度
を
定
め
る
だ
け
で
は
効
率
的
な
運
用
は
不
可
能
で
あ

る
。
ま
ず
は
漢
字
運
用
に
対
す
る
習
熟
が
大
前
提
と
な
る
。
加
え
て
、
文
書
に
は
年

月
日
の
書
き
入
れ
が
時
系
列
を
示
す
た
め
必
須
と
な
る
が
、
こ
れ
も
暦
の
導
入
・
普

及
が
前
提
と
し
て
必
要
と
な
る
。
具
体
的
な
権
力
意
思
を
視
覚
化
し
た
ア
イ
テ
ム
と

し
て
印
章
の
使
用
も
前
提
と
な
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
紙
の
文
書
に
先
行
し
て
木
簡
を
運
用
す
る
シ
ス
テ
ム
が

導
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
朝
鮮
半
島

で
の
導
入
時
期
よ
り
も
百
年
ほ
ど
遅
い
も
の
で
あ
っ
た
）
1
（

。
導
入
が
遅
れ
る
理
由
と

し
て
、
木
簡
の
運
用
シ
ス
テ
ム
を
受
け
入
れ
る
社
会
的
基
盤
が
未
熟
で
あ
っ
た
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
）
2
（

。

❶
漢
字
運
用
の
習
熟

も
と
も
と
独
自
の
文
字
を
持
た
な
か
っ
た
日
本
に
、
中
国
か
ら
漢
字
が
も
た
ら
さ

れ
た
の
は
弥
生
時
代
後
半
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
列
島
内
部
に
お
い
て

漢
字
が
必
要
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
字
自
体
の
理
解
や
認
識
も
な
か
っ
た
た
め
、
必

ず
し
も
普
及
し
な
か
っ
た
）
3
（

。
初
期
に
は
貨
幣
や
鏡
・
印
な
ど
、
鋳
造
さ
れ
た
完
成
品

に
漢
字
が
記
さ
れ
て
中
国
か
ら
日
本
に
渡
来
し
た
。
特
に
日
本
列
島
の
な
か
で
も
北

九
州
の
人
々
が
、
漢
字
が
記
さ
れ
た
品
物
に
初
め
て
接
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体

的
に
は
「
貨
泉
」
や
「
五
銖
銭
」
な
ど
の
文
字
が
鋳
出
さ
れ
た
貨
幣
、
吉
祥
句
や
年

紀
・
工
房
名
な
ど
が
記
さ
れ
た
青
銅
鏡
、
さ
ら
に
は
「
漢
倭
奴
国
王
」
と
陰
刻
さ
れ

た
金
印
（
福
岡
市
博
物
館
蔵
）
な
ど
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
め
で
た
い
意
味
の
漢
字

を
銘
文
と
し
て
刻
む
こ
と
で
、
品
物
に
対
し
て
呪
的
な
力
が
高
ま
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
字
そ
の
も
の
に
呪
力
が
あ
る
と
信
じ
ら

れ
て
い
た
時
期
に
は
、
し
ば
し
ば
一
字
だ
け
を
土
器
に
書
く
こ
と
が
列
島
内
で
行
わ

れ
た
。
字
形
を
ま
ね
た
だ
け
の
呪
術
的
な
記
号
や
変
形
し
た
図
形
・
文
様
と
し
て
観

念
さ
れ
た
も
の
で
、「
田
」（
片
部
遺
跡
）・「
久
」（
市
野
谷
宮
尻
遺
跡
）・「
奉
」（
大

城
遺
跡
）・「
火
竟
（
鏡
）」（
三
雲
遺
跡
）
な
ど
の
字
体
が
デ
ザ
イ
ン
化
さ
れ
て
い
る
。

や
が
て
、
社
会
の
必
要
と
は
必
ず
し
も
連
動
せ
ず
に
、
漢
字
が
外
交
の
問
題
と
し

て
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
中
国
と
の
国
際
関
係
に
よ
り
、
漢
字
を
習
得
し
、
漢
文

を
作
成
す
る
こ
と
が
周
辺
諸
国
に
強
制
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
魏
志
倭
人
伝
」
に

は
、
九
州
の
伊
都
国
に
置
か
れ
た
大
率
の
職
掌
と
し
て
「
文
書
・
賜
遺
の
物
を
伝
送

し
、
女
王
に
詣
す
」
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
帯
方
郡
か
ら
の
外
交
文
書
が
大
率
を

経
由
し
て
女
王
に
送
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
外
交
に
文
字
を
使
用
す
る

よ
う
に
な
る
と
、
中
国
の
皇
帝
は
倭
国
の
王
が
国
を
治
め
る
こ
と
を
認
め
る
印
を
与

え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
五
七
年
に
、
後
漢
の
皇
帝
が
倭
国
の
奴
国
王
に
与
え
た
「
漢

委
奴
国
王
」
と
陰
刻
さ
れ
た
金
印
や
、
二
三
八
年
に
卑
弥
呼
が
与
え
ら
れ
た
「
親
魏

倭
王
」
の
金
印
（『
三
国
志
』）
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
支
配
に
服
す
る

こ
と
の
象
徴
と
し
て
、
中
国
の
年
号
を
刻
ん
だ
刀
剣
や
鏡
も
与
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
銘
文
は
不
明
だ
が
、
魏
が
卑
弥
呼
に
与
え
た
「
五
尺
刀
二
口
」
が
そ
の
明

ら
か
な
事
例
で
あ
り
、「
中
平
」
の
後
漢
年
号
を
象
嵌
し
た
刀
剣
（
東
大
寺
山
古
墳

出
土
）
や
、「
景
初
三
年
」「
景
初
四
年
」
な
ど
の
魏
年
号
を
鋳
出
し
た
青
銅
鏡
な
ど

が
存
在
す
る
。「
赤
烏
」
年
号
の
鏡
（
鳥
居
原
狐
塚
古
墳
）
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

呉
と
の
交
渉
の
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
。

近
年
で
は
外
交
と
連
動
し
て
交
易
等
に
文
字
を
使
用
し
た
可
能
性
と
し
て
、
漢
代

の
石
硯
が
北
九
州
を
中
心
に
出
土
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
黒
色
付
着
物
や
赤
色
顔
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料
が
観
察
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
楽
浪
郡
と
つ
な
が
る
国
際
交
易
に

倭
人
が
文
字
を
使
用
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
4
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
倭
人
が

本
格
的
に
文
字
を
使
用
し
た
と
す
る
こ
と
は
、
限
定
的
な
文
字
史
料
し
か
確
認
さ
れ

て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
は
、
渡
来
人
を
中
心
に
し
た
使
用
に
留
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
）
5
（

。
こ
う
し
た
中
国
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
倭
国
王
は
、
国
内
の
有
力
な
豪
族

た
ち
に
も
同
じ
よ
う
に
文
字
を
刻
ん
だ
鏡
や
刀
剣
を
与
え
て
、
そ
の
関
係
を
維
持
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
漢
字
に
よ
り
国
を
治
め
る
方
式
は
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
諸
国

を
経
由
し
て
、
さ
ら
に
倭
国
へ
、
そ
し
て
倭
国
内
部
の
支
配
方
式
と
し
て
拡
大
・
定

着
し
て
い
っ
た
。
と
り
わ
け
、
伝
加
耶
地
方
出
土
鉄
刀
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
に

刻
ま
れ
た
銘
文
と
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
な
ど
と
は
、
吉
祥
句
の
使
用
、

象
嵌
の
技
法
、
書
体
な
ど
が
類
似
す
る
の
で
、
刀
剣
に
銘
文
を
刻
む
文
化
は
朝
鮮
半

島
か
ら
の
渡
来
人
に
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
中
国
を
中
心
に
、
東
ア

ジ
ア
に
お
い
て
も
外
交
に
用
い
ら
れ
た
物
品
に
漢
字
を
用
い
る
支
配
方
式
が
拡
大
し

て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
石
上
神
宮
に
伝
わ
る
「
泰
和
四
年
」（
三
六
九
）
の
年
号

が
刻
ま
れ
た
「
七
支
刀
」
は
、
百
済
王
か
ら
倭
王
へ
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
刀

剣
の
授
受
を
と
も
な
う
中
国
の
外
交
方
式
を
冊
封
国
間
で
用
い
た
も
の
と
位
置
付
け

ら
れ
る
。

倭
国
で
作
ら
れ
た
銘
文
入
り
の
刀
剣
と
し
て
は
、
千
葉
県
稲
荷
台
一
号
墳
出
土
の

「
王
賜
」
銘
鉄
剣
が
最
古
で
あ
り
、「
辛
亥
年
」（
四
七
一
）
の
年
号
が
刻
ま
れ
た
稲

荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
や
江
田
船
山
出
土
大
刀
銘
が
続
き
、
い
ず
れ
も
雄
略
天
皇
と

推
定
さ
れ
る
「
ワ
カ
タ
ケ
ル

加
多
支
鹵
大
王
」
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
同
時
期
の
「
倭
王
武

上
表
文
」
に
は
、
百
済
に
よ
る
北
魏
へ
の
上
表
文
と
の
類
似
か
ら
、
朝
鮮
半
島
か
ら

の
中
国
系
渡
来
人
の
手
に
よ
り
漢
文
が
記
述
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
）
6
（

。

『
古
事
記
』
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
応
神
朝
に
王
仁
が
百
済
か
ら
日
本
に
渡
来
し
、

『
千
字
文
』
一
巻
と
『
論
語
』
十
巻
を
伝
え
た
と
さ
れ
る
。
一
方
『
日
本
書
紀
』
で

は
、
応
神
天
皇
の
と
き
に
百
済
王
が
阿
直
岐
と
い
う
者
を
遣
わ
し
て
良
馬
二
匹
を
献

上
し
た
が
、
阿
直
岐
が
よ
く
経
典
を
読
ん
だ
の
で
、
汝
に
勝
る
博
士
が
い
る
か
と
問

う
と
、
王
仁
と
い
う
者
が
い
る
と
答
え
た
。
そ
こ
で
人
を
遣
わ
し
て
召
す
と
来
朝
し

た
の
で
、
太
子
の
菟
道
稚
郎
子
が
こ
れ
に
諸
典
籍
を
学
ん
だ
と
伝
え
る
。
彼
は
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
王
仁
、『
古
事
記
』
で
は
和
邇
吉
師
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
書

（
文
）
氏
、
武
生
氏
な
ど
の
西
文
氏
の
祖
と
伝
え
、
五
世
紀
前
半
以
前
の
百
済
か
ら

渡
来
し
た
と
い
う
伝
説
的
人
物
で
あ
り
、「
千
字
文
」
は
六
世
紀
の
成
立
で
潤
色
記

事
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
に
は
百
済
人
が
先
進
文
化
を
携
え
た
五
経
博
士

と
し
て
百
済
か
ら
倭
に
渡
来
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
）
7
（

、
こ
の
伝
承
は
文
氏
な
ど
書

記
や
文
筆
を
生
業
と
し
て
ヤ
マ
ト
王
権
に
仕
え
た
河
内
の
渡
来
人
系
氏
族
の
間
に
で

き
た
始
祖
伝
承
と
推
定
さ
れ
る
）
8
（

。
一
字
の
姓
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
中
国
系

百
済
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

『
霊
異
記
』
に
は
、
こ
う
し
た
「
記
紀
」
の
伝
承
に
基
づ
き
、
内
典
（
応
神
期
の

『
論
語
』『
千
字
文
』）
と
外
典
（
欽
明
期
の
仏
教
経
典
）
の
二
段
階
導
入
論
が
記
さ

れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
百
済
か
ら
の
渡
来
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
序

原
夫
、
内
経
外
書
伝
二

於
日
本
一

而
興
始
代
、
凡
有
二

二
時
一﹅

皆
、
自
二

百
済

国
一
浮
来
之
。
軽
嶋
豊
明
宮
御
レ
宇
誉
田
天
皇
代
、
外
書
来
之
。
磯
嶋
金
刺
宮

御
レ

宇
欽
明
天
皇
代
、
内
典
来
也
。
然
乃
学
レ

外
之
者
誹
二

於
仏
法
一

読
レ

内

之
者
軽
二
於
外
典
一

ま
た
、『
懐
風
藻
』
序
に
は
、
我
が
国
の
学
問
の
展
開
と
し
て
、
ま
ず
応
神
期
に

百
済
か
ら
の
使
者
阿
直
岐
が
良
馬
を
献
上
し
、
王
仁
が
菟
道
稚
郎
子
に
経
典
を
教
え

た
こ
と
（
百
済
入
朝
、
啓
龍
編
於
馬
厩
）（
王
仁
始
導
蒙
於
軽
島
）、
敏
達
期
に
高
句

麗
か
ら
の
烏
羽
の
上
表
文
を
王
辰
爾
が
読
み
解
き
、
訳
田
で
教
え
を
行
い
（
高
麗
上

表
、
図
烏
冊
於
鳥
文
）（
辰
爾
終
敷
教
於
訳
田
）、
儒
教
が
普
及
し
た
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
推
古
期
に
聖
徳
太
子
が
礼
儀
を
定
め
た
が
、
仏
教
を
崇
め
る
の
み

［古代公文書の成立前史］……仁藤敦史
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で
詩
文
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。
い
ず
れ
も
儒
教
経
典
と
仏
教
経
典
の
導
入
と

い
う
二
時
期
を
画
期
と
し
て
い
る
。

『
懐
風
藻
』
序

逖
聴
二
前
修
一﹅

遐
観
二
載
籍
一﹅

襲
山
降
蹕
之
世
、
橿
原
建
邦
之
時
、
天
造
草
創
、

人
文
未
レ
作
。
至
二
於
神
后
征
レ
坎
、
品
帝
乗
レ
乾
、
百
済
入
朝
、
啓
二
龍
編
於

馬
厩
一﹅

高
麗
上
表
、
図
二
烏
冊
於
鳥
文
一

王
仁
始
導
二
蒙
於
軽
島
一﹅

辰
爾
終
敷
二

教
於
訳
田
一

遂
使
下

俗
漸
二

洙
泗
之
風
一﹅

人
趨
中

斉
魯　

之
学
上

逮
二

乎
聖
徳

太
子
設
レ
爵
分
レ
官
、
肇
制
二
礼
義
一
然
而
専
崇
二
釈
教
一﹅

未
レ
遑
二
篇
章
一

　

一
方
、『
隋
書
』
倭
国
伝
に
は
、
百
済
か
ら
の
仏
教
の
導
入
を
大
き
な
契
機
と
し

て
、
邪
馬
台
国
段
階
の
文
字
が
な
か
っ
た
段
階
と
対
応
さ
せ
て
、
文
字
文
化
の
本
格

的
導
入
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
隋
書
』
倭
国
伝

無
二
文
字
一﹅

唯
刻
レ
木
結
レ
縄
、
敬
二
仏
法
一﹅

於
二
百
済
一
求
二
得
仏
経
一﹅

始
有
二

文
字
一

文
字
の
ま
だ
な
い
時
代
に
は
、
木
に
刻
ん
だ
記
号
と
縄
の
結
び
が
情
報
の
伝
達
や

記
録
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
中
国
で
は
文
字
の
な
い

時
代
に
、
政
治
上
の
大
事
に
は
大
縄
を
結
び
、
小
事
に
は
小
縄
を
結
ん
で
記
録
し
た

と
い
う
故
事
に
よ
り
「
結
縄
の
政
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、『
周
易
』
繫
辞
下
伝
に

は
「
上
古
結
レ
縄
而
治
、
後
世
聖
人
易
レ
之
以
二
書
契
一
」
と
あ
っ
て
、
中
国
に
お
い

て
も
漢
字
（
文
字
）
以
前
に
縄
を
結
ぶ
伝
達
方
法
が
存
在
し
た
と
あ
り
、
倭
国
に
対

し
て
も
修
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
く
『
古
語
拾
遺
』
序
文
に

も
「
蓋
聞
、
上
古
之
世
、
未
レ
有
二
文
字
一﹅

貴
賤
・
老
少
、
口
口
相
伝
、
前
言
往
行
、

存
而
不
レ

忘
、
書
契
以
来
、
不
レ

好
レ

談
レ

古
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
書
契
」（
漢
字
）

の
有
無
で
、
前
後
の
時
代
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
。

記
紀
の
潤
色
を
考
慮
す
れ
ば
、
六
世
紀
に
百
済
経
由
で
漢
字
文
化
が
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
漢
字
を
使
用
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
仏
教
伝
来
が
漢
字

の
習
熟
に
お
い
て
、お
お
き
な
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
）
9
（

。
こ
れ
に
よ
り
、

百
済
か
ら
の
技
術
者
や
博
士
・
僧
侶
ら
が
、
信
仰
・
思
想
お
よ
び
造
営
な
ど
に
大
き

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

六
世
紀
に
は
、
ミ
ヤ
ケ
に
対
す
る
「
丁
籍
」（
耕
作
者
の
名
簿
）
導
入
な
ど
、
支

配
の
充
実
に
お
い
て
大
き
な
画
期
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
先
述
し
た
よ

う
に
、
こ
の
時
期
の
文
字
文
化
を
示
す
遺
物
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
こ
の
点
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
お
お
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
大
勢
と
し
て
は
ミ
ヤ
ケ
・

宮
・
寺
院
な
ど
の
先
進
的
な
拠
点
で
の
部
分
的
な
活
用
に
留
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。た

と
え
ば
欽
明
朝
か
ら
敏
達
朝
に
か
け
て
、
吉
備
に
置
か
れ
た
白
猪
・
児
島
屯
倉

に
つ
い
て
の
記
載
が
み
え
る
。
こ
の
ミ
ヤ
ケ
に
つ
い
て
は
、
使
者
派
遣
に
よ
る
帳
簿

把
握
を
前
提
と
し
た
先
進
的
な
支
配
方
式
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
さ
れ
、
律
令

的
な
戸
籍
・
編
戸
制
の
端
緒
と
し
て
通
説
で
は
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
の
大

き
な
論
拠
は
、「
定
籍
」
に
よ
り
「
田
戸
」
を
編
成
し
た
と
い
う
以
下
の
記
述
で
あ

る
。『

日
本
書
紀
』
欽
明
三
十
年
四
月
条

胆
津
検
二

閲
白
猪
田
部
丁
者
一﹅

依
レ

詔
定
レ

籍
。
果
成
二

田
戸
一

天
皇
嘉
二

胆
津
定
レ

籍
之
功
一﹅

賜
レ

姓
為
二

白
猪
史
一

尋
拝
二

田
令
一﹅

為
二

瑞
子
之

副
一

も
し
白
猪
・
児
島
屯
倉
関
係
の
記
載
全
体
を
通
説
の
よ
う
に
「
白
猪
史
の
家
記
」
に

由
来
す
る
と
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
記
載
に
、
田
戸
に
編
成
さ
れ
た
は
ず
な

の
に
、
再
び
「
田
部
名
籍
」
と
あ
る
の
は
理
解
し
に
く
く
、
潤
色
・
融
合
を
含
む
異
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な
る
系
統
の
原
史
料
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
10
（

。

 

『
日
本
書
紀
』
敏
達
三
年
十
月
丙
申
条

遣
二
蘇
我
馬
子
大
臣
於
吉
備
国
一﹅

増
三
益
白
猪
屯
倉
与
二
田
部
一

即
以
二
田
部
名

籍
一﹅

授
二
于
白
猪
史
胆
津
一

「
田
戸
」
を
戸
別
に
編
成
さ
れ
た
田
部
と
解
し
、
田
部
丁
籍
（
名
籍
）
を
律
令
制
的

な
戸
籍
と
解
釈
す
る
と
こ
ろ
に
通
説
の
前
提
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、「
田
部
丁
」
個
人
を
前
提
に
し
て
「
田
戸
」
と
し
た
の

で
あ
り
、
必
ず
し
も
律
令
制
的
な
造
籍
や
編
戸
を
前
提
と
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
）
11
（

。

た
と
え
ば
飛
鳥
戸
・
春
日
戸
の
「
某
戸
」
は
戸
の
管
掌
者
を
示
し
）
12
（

、「
戸
別
の
調
」

（
改
新
詔
）
と
「
男
身
の
調
」（
品
部
廃
止
詔
）
を
同
一
実
体
と
す
れ
ば
）
13
（

、
戸
の
代
表

者
（
成
人
男
性
）
に
課
す
調
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
田
戸
」
も
編
戸
・
造
籍
に
よ
り
戸
別
に
編
成
さ
れ
た
田
部
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
成
人
男
子
の
課
役
負
担
者
を
集
計
す
る
リ
ス
ト
で
あ
り
、
基
本
的

に
「
田
部
丁
籍
（
名
籍
）」
と
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
律
令
制
下
と
は
異

な
り
定
期
的
な
更
新
は
想
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
旦
作
成
さ
れ
る
と
十
年
以
上
更
新

さ
れ
な
い
単
発
的
な
リ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
（『
日
本
書
紀
』
欽
明
三
十
年
正
月
辛
卯

条
「
量
二
置
田
部
一﹅

其
来
尚
矣
。
年
甫
十
余
、
脱
レ
籍
免
レ
課
者
衆
」）。

　
「
田
戸
」
の
内
実
も
、
古
い
支
配
形
態
を
残
す
品
部
・
雑
戸
制
度
の
解
体
過
程
を

参
照
す
る
な
ら
ば
、戸
内
の
全
戸
口
課
役
免
を
前
提
と
し
た
「
一
戸
一
丁
上
番
役
制
」

が
参
考
と
な
る
）
14
（

。
戸
の
代
表
者
の
み
が
把
握
さ
れ
る
負
担
の
軽
い
段
階
か
ら
、
公
民

化
に
よ
る
全
課
丁
把
握
へ
の
支
配
強
化
過
程
が
歴
史
的
に
確
認
さ
れ
、
ま
さ
に
「
一

戸
一
丁
上
番
役
制
」
は
、
古
く
に
は
ト
モ
（
伴
）
が
べ
（
部
）
集
団
か
ら
代
表
し
て

番
上
す
る
関
係
と
類
似
す
る
。
基
本
的
に
戸
の
代
表
者
の
み
が
把
握
さ
れ
た
段
階
が

ま
ず
は
想
定
で
き
、
そ
の
場
合
の
戸
は
課
税
単
位
と
し
て
の
要
素
が
強
く
、
律
令
的

な
編
戸
を
前
提
と
す
る
戸
口
全
員
の
把
握
は
不
要
な
段
階
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
支
配
で
は
、「
一
戸
よ
り
一
丁
の
上
番
が
確
保
で
き
れ
ば

戸
内
の
成
員
は
極
端
に
言
え
ば
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
）
15
（

」
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
品
部

に
は
上
番
者
の
名
帳
だ
け
で
十
分
で
あ
り
、
特
別
な
戸
籍
も
計
帳
も
作
ら
れ
な
か
っ

た
。
番
上
す
る
人
物
だ
け
が
名
帳
に
記
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
定
籍
」

に
よ
り
「
田
戸
」
を
編
成
し
た
と
の
内
実
は
、再
調
査
に
よ
り
「
脱
レ
籍
免
レ
課
者
」

を
「
田
部
丁
」
と
し
て
正
確
に
把
握
す
る
試
み
に
よ
り
、
丁
の
総
数
が
「
増
益
」
さ

れ
た
か
、
あ
る
い
は
「
田
部
丁
」
と
し
て
挑
発
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
、
戸
内
の
成

人
男
子
の
み
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
戸
口
全
員
の
把
握
は
ま
だ
必
要
な
か
っ

た
と
想
定
さ
れ
る
。

以
上
の
想
定
に
寄
れ
ば
、「
田
部
丁
」
の
リ
ス
ト
化
に
よ
り
耕
作
者
の
確
定
や
数

量
化
が
可
能
に
な
っ
た
点
は
評
価
さ
れ
る
が
、「
田
戸
」
の
語
か
ら
律
令
公
民
支
配

に
連
続
す
る
画
期
性
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
く
、
六
世
紀
に
は
ま
だ
文
字
文
化
を
示

す
遺
物
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と
と
対
応
す
る
。

漢
字
表
記
の
困
難
さ
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
』
序
文
に
以
下
の
よ
う
な
記
載
が

あ
る
。

『
古
事
記
』
序
文

上
古
之
時
、
言
意
並
朴
、
敷
レ
文
構
レ
句
、
於
レ
字
即
難
。
已
因
レ
訓
述
者
、
詞

不
レ
逮
レ
心
。
全
以
レ
音
連
者
、
事
趣
更
長
。
是
以
、
今
、
或
一
句
之
中
、
交
二

用
音
訓
一

或
一
事
之
内
、
全
以
レ
訓
録
。

こ
こ
で
は
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
文
章
を
太
安
万
侶
が
筆
録
す
る
に
あ
た
り
、
上
古

の
事
柄
を
漢
字
で
表
記
す
る
こ
と
に
困
難
が
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、「
全
て
を
訓
で
書
き
表
す
と
十
分
に
意
味
を
伝
え
ら
れ
な
い
、
か
と
い
っ

て
音
ば
か
り
を
連
ね
れ
ば
さ
ら
に
文
章
が
長
く
な
る
の
で
、「
一
句
」
を
表
記
す
る

場
合
に
、
漢
語
を
音
字
と
し
て
使
用
す
る
場
合
と
意
字
（
訓
）
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
の
両
方
を
併
用
し
た
」
と
あ
る
。
和
語
を
漢
字
で
表
記
す
る
こ
と
が
容
易
で
な

［古代公文書の成立前史］……仁藤敦史
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か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

❷
暦
の
導
入
と
年
号
表
記

暦
の
導
入
も
、
古
代
文
書
の
成
立
に
お
い
て
は
重
要
な
要
素
と
な
る
）
16
（

。
公
文
に
は

必
ず
年
号
を
使
用
す
る
こ
と
が
、
大
宝
令
以
降
に
は
定
め
ら
れ
た
。

儀
制
令
26
公
文
条

凡
公
文
応
レ
記
レ
年
者
。
皆
用
二
年
号
一

こ
れ
は
公
文
書
に
は
す
べ
て
年
号
を
使
用
す
る
規
定
で
、『
令
集
解
』
同
条
所
引

「
古
記
」
に
よ
れ
ば
、
年
号
を
用
い
る
と
は
、「
謂
大
宝
記
而
辛
丑
不
レ

注
之
類
也
」

と
あ
る
よ
う
に
、
大
宝
の
よ
う
な
年
号
を
用
い
、
辛
丑
の
よ
う
な
干
支
を
用
い
な
い

こ
と
と
さ
れ
る
。
ま
た
「
穴
記
」
に
よ
れ
ば
、
天
智
朝
の
庚
午
年
籍
に
は
、
こ
の
条

文
が
制
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
年
号
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
。

倭
国
に
い
つ
暦
が
導
入
さ
れ
た
か
を
考
え
る
場
合
、
三
世
紀
の
倭
国
に
つ
い
て
記

し
た
以
下
の
史
料
が
ま
ず
は
参
照
さ
れ
る
）
17
（

。

『
三
国
志
』
東
夷
伝
倭
人
条
所
引
『
魏
略
』
逸
文

其
俗
不
レ
知
二
正
歳
四
時
一﹅

但
記
二
春
耕
秋
収
一
為
二
年
紀
、

「
正
歳
四
時
」と
は
正
月
と
春
夏
秋
冬
の
季
節
を
示
し
、そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、

春
秋
の
耕
作
を
一
年
の
目
印
と
し
て
い
た
と
あ
る
。
先
述
し
た
『
隋
書
』
倭
国
伝
に

「
無
二

文
字
一﹅

唯
刻
レ

木
結
レ

縄
」
と
あ
る
段
階
に
対
応
し
、
中
国
と
比
較
し
て
倭

国
が
ま
だ
文
字
や
暦
の
な
い
文
明
外
の
地
域
で
あ
る
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
農
耕
開
始
時
期
を
一
年
の
開
始
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
三
世
紀
の
倭
国
に
は
、
正
式
な
暦
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

や
が
て
、
五
世
紀
に
な
る
と
、
倭
国
に
も
中
国
の
暦
法
が
伝
わ
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
暦
法
が
安
康
紀
以
降
（
厳
密
に
は
安
康
元
年
、
四
五
四

年
に
相
当
）、
中
国
宋
代
の
何
承
点
が
作
成
し
た
元
嘉
暦
（
四
四
五
年
か
ら
六
五
年

間
使
用
さ
れ
た
）に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
）
18
（

。
そ
れ
以
前
は
、

『
日
本
書
紀
』
編
纂
当
時
の
最
新
暦
た
る
儀
鳳
暦
（
六
六
五
年
に
唐
で
麟
徳
暦
と
し

て
施
行
）
が
架
上
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
金
石
文
に
は
「
干
支
年
＋
某
月
中
」
と
い
う
表

記
法
が
出
現
す
る
。「
辛
亥
年
七
月
中
記
」
や
「
八
月
中
」
と
い
う
月
ま
で
の
表
記

が
五
世
紀
ま
で
は
一
般
的
で
、
中
国
暦
法
の
導
入
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
日
に
ち
の

干
支
表
記
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
元
嘉
暦
で
計
算
し
た
暦
を
使
用

し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
中
国
の
暦
を
使
用
す
る
こ
と
で
中
国
の
冊
封
下
に

入
っ
た
こ
と
を
示
す
意
味
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
倭
の
五
王
ら
に
よ
る
中
国
南

朝
へ
の
朝
貢
あ
る
い
は
、
す
で
に
元
嘉
暦
を
導
入
し
て
い
た
百
済
か
ら
の
渡
来
人
ら

に
よ
り
、
暦
の
部
分
的
導
入
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

百
済
で
は
、
す
で
に
「
宋
の
元
嘉
暦
」
を
用
い
て
、
月
単
位
の
祭
祀
を
行
っ
て
い

た
と
の
記
載
が
あ
る
。

『
隋
書
』
百
済
伝

俗
尚
二

騎
射
一﹅

読
二

書
史
一﹅

能
二

吏
事
一﹅

亦
知
二

医
薬
・
蓍
亀
・
占
相
之
術
一﹅

…
…
行
二
宋
元
嘉
暦
一﹅

以
二

建
寅
月
一

為
レ

首
、
…
…
毎
以
二
四
仲
之
月
一﹅

王
祭
二

天
及
五
帝
之
神
一﹅

立
二
其
始
祖
仇
台
廟
於
国
城
一﹅

歳
四
祠
レ
之
、

お
そ
ら
く
中
国
か
ら
の
毎
年
の
頒
暦
は
不
可
能
な
の
で
、
暦
博
士
の
計
算
に
よ
る
暦

で
行
事
を
遂
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
暦
の
知
識
は
倭
国
に
も
導
入
さ
れ
た
が
、
暦
月
ま
で
の
記
載
で
あ
る
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
ま
だ
月
の
満
ち
欠
け
に
よ
る
大
ま
か
な
認
識
に
留
ま
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
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「
埼
玉
県
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
」

辛
亥
年
七
月
中
記
、
乎

居
臣
、
上
祖
名
意
富
比

、
其
児
多
加
利
足
尼
、
其

児
名
弖
已
加
利

居
其
児
名
多
加
披
次

居
、
其
児
名
多
沙
鬼

居
、
其
児
名

半
弖
比
（
表
）

其
児
名
加
差
披
余
、
其
児
名
乎

居
臣
、
世
々
為
二

杖
刀
人
首
一

奉
事
来
至
レ

今
、

加
多
支
鹵
大
王
寺
在
二

斯
鬼
宮
一

時
、
吾
左
二

治
天
下
一﹅

令
レ

作
二

此

百
練
利
刀
一﹅

記
二
吾
奉
事
根
原
一
也
（
裏
）

「
江
田
船
山
古
墳
出
土
鉄
刀
銘
」

台
（
治
）
二
天
下
一

□
□
□
鹵
大
王
世
、
奉
事
典
曹
人
名
无
□
（
利
ヵ
）
弖
、

八
月
中
、
用
二

大
鉄
釜
一﹅

二

四
尺
廷
刀
一﹅

八
十
練
、
□
（
九
ヵ
）
十
振
、
三

寸
上
好
□
（
刊
ヵ
）
刀
、
服
二
此
刀
一
者
、
長
寿
、
子
孫
洋
々
、
得
二
□
恩
一
也
、

不
二
レ

失
其
所
一レ

統
、
作
レ
刀
者
名
伊
太
□
（
和
ヵ
）、
書
者
張
安
也

さ
ら
に
暦
法
の
本
格
的
導
入
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
よ
り
後
、
六
世
紀
の
欽
明
期
の

記
事
に
記
載
が
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
欽
明
十
四
年
六
月
条

遣
二

内
臣
一
〈
闕
レ

名
。〉
使
二

於
百
済
一

仍
賜
二

良
馬
二
疋
・
同
船
二
隻
・
弓

五
十
張
・
箭
五
十
具
一
勅
云
、
所
レ
請
軍
者
、
隨
二
王
所
須
一

別
勅
、
医
博
士
・

易
博
士
・
暦
博
士
等
、
宜
依
レ
番
上
下
。
今
上
件
色
人
、
正
当
二

相
代
年
月
一

宜
下
付
二
還
使
一
相
代
上

又
卜
書
・
暦
本
・
種
種
薬
物
、
可
付
送
。

『
日
本
書
紀
』
欽
明
十
五
年
二
月
条

百
済
遣
二

下
部
杆
率
将
軍
三
貴
・
上
部
奈
率
物
部
烏
等
一﹅

乞
二

救
兵
一

仍
貢
二

徳
率
東
城
子
莫
古
一

代
二
前
番
奈
率
東
城
子
言
一

五
経
博
士
王
柳
貴
、
代
二
固

徳
馬
丁
安
一
僧
曇
慧
等
九
人
、
代
二
僧
道
深
等
七
人
一

別
奉
レ
勅
、
貢
二
易
博
士

施
徳
王
道
良
・
暦
博
士
固
徳
王
保
孫
・
医
博
士
奈
率
王
有
悛
陀
・
採
薬
師
施
徳

潘
量
豊
・
固
徳
丁
有
陀
・
楽
人
施
徳
三
斤
・
季
徳
己
麻
次
・
季
徳
進
奴
・
對
徳

進
陀
一

皆
依
レ
請
代
之
。

番
に
よ
り
上
下
し
た
と
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
、
百
済
か
ら
定
期
的
に
暦
博
士
が
渡
来

し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
百
済
に
対
し
て
兵
士
や
武
器
を
与
え
る
こ
と
の
見
返
り
と
さ

れ
、
軍
事
と
先
進
技
術
の
交
換
と
も
評
価
さ
れ
る
外
交
で
あ
る
。
暦
本
の
送
付
も
要

求
し
て
い
る
が
、
後
述
す
る
推
古
期
の
記
載
か
ら
す
れ
ば
、
自
前
の
暦
計
算
は
ま
だ

で
き
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
暦
法
の
習
得
は
、
百
済
僧
観
勒
が
暦
本
を
も
た
ら
し
、
書
生
を
選
ん
で

学
習
さ
せ
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、
陽
胡
史
祖
の
玉
陳
が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
推
古
十
年
十
月
条

百
済
僧
觀
勒
来
之
。
仍
貢
二
暦
本
及
天
文
地
理
書
、

遁
甲
方
術
之
書
一

也
。

是
時
選
二
書
生
三
四
人
一

以
俾
レ
学
二
習
於
觀
勒
一
矣
。
陽
胡
史
祖
玉
陳
習
二
暦

法
一

大
友
村
主
高
聰
学
二
天
文
遁
甲
一

山
背
臣
日
並
立
学
二
方
術
一

皆
学
以
成

レ
業
。

ち
な
み
に
『
三
代
実
録
』
や
『
政
事
要
略
』
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
観
勒
に
よ
る
暦
術

の
教
授
ま
で
は
「
未
レ

行
二

於
世
一

」「
始
用
二

暦
日
一

」
と
後
世
に
評
価
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
推
古
期
が
暦
術
導
入
に
お
け
る
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

『
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
六
月
十
六
日
己
未
条

始
頒
二

行
長
慶
宣
明
暦
経
一

先
レ

是
、
陰
陽
頭
従
五
位
下
兼
行
暦
博
士
大
春
日

朝
臣
真
野
麻
呂
奏
言
、
謹
検
、
豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇
十
年
十
月
、
百
済
国
僧
觀

勒
始
貢
二
暦
術
一

而
未
レ
行
二
於
世
一

［古代公文書の成立前史］……仁藤敦史
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『
政
事
要
略
』
巻
二
十
五
、
年
中
行
事
、
御
暦
奏

儒
伝
云
、
以
二
小
治
田
朝
十
二
年
歳
次
甲
子
正
月
戊
申
一
始
用
二
暦
日
一

ち
な
み
に
「
正
月
廿
二
日
」「
十
二
月
廿
一
日
己
酉
」
な
ど
暦
日
の
記
載
が
散
見
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
当
該
期
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
古
代
文
書
の
成
立
を
考
え
る
う
え
で
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
紙
墨

の
技
術
が
高
句
麗
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
も
推
古
期
で
あ
っ
た
。
紙
製
造
の
初
見
記

事
で
、
良
質
な
紙
の
製
造
法
を
高
句
麗
僧
か
ら
学
ん
だ
と
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
十
八
年
三
月
条

高
麗
王
貢
二

上
僧
曇
徴
・
法
定
一

曇
徴
知
二

五
経
一

且
能
作
二

彩
色
及
紙
墨
一﹅

造
二
碾
磑
一

盖
造
二
碾
磑
一﹅

始
二
于
是
時
一
歟
。

推
古
期
が
暦
術
の
本
格
的
導
入
の
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、『
日
本
書
紀
』

の
天
文
記
録
が
推
古
二
十
八
年
を
初
見
と
し
て
、
以
後
天
武
・
持
統
期
ま
で
散
見
す

る
よ
う
に
な
る
。
簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
推
古
期
二
例
、
舒
明
期
七
例
、
皇
極

期
二
例
、
天
智
期
一
例
、
天
武
期
十
三
例
、
持
統
期
七
例
と
な
る
）
19
（

。
百
済
僧
觀
勒
に

よ
り
、
暦
本
や
天
文
地
理
書
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
六
〇
七
年
の
遣
隋
使
に
お
い

て
冊
封
か
ら
の
離
脱
を
宣
言
し
た
こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
天
武

期
初
期
に
占
星
台
（
漏
刻
台
に
付
加
し
た
も
の
か
）
を
設
置
し
た
こ
と
も
、
天
武
期

以
降
の
記
事
に
寄
与
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
後
、
持
統
期
に
は
元
嘉
暦
と

と
も
に
儀
鳳
暦
の
使
用
を
開
始
し
た
と
あ
り
）
20
（

、
さ
ら
に
称
徳
期
に
は
大
衍
暦
へ
と
変

化
す
る
。『
日
本
書
紀
』
の
前
半
は
、
こ
の
儀
鳳
暦
を
遡
上
し
て
使
用
し
て
い
る
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
持
統
四
年
十
一
月
甲
申
条

奉
レ
勅
始
行
三
元
嘉
暦
与
二
儀
鳳
暦
一

『
三
代
実
録
』
貞
観
三
年
六
月
十
六
日
己
未
条

高
天
原
広
野
姫
天
皇
四
年
十
二
月
、
有
レ
勅
始
用
二
元
嘉
暦
一

次
用
二
儀
鳳
暦
一

高
野
姫
天
皇
天
平
宝
字
七
年
八
月
、
停
二
儀
鳳
暦
一﹅

用
二
開
元
大
衍
暦
一

一
方
、
文
書
行
政
の
全
国
的
浸
透
を
図
る
に
は
、
全
国
共
通
に
暦
を
配
布
す
る
頒

暦
も
重
要
な
要
素
と
な
る
。
暦
の
作
成
と
頒
布
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
規
定

が
律
令
に
あ
る
。

雑
令
06
造
暦
条

凡
陰
陽
寮
。
毎
レ
年
預
造
二
来
年
暦
一

十
一
月
一
日
。
申
二
送
中
務
一

中
務
奏
聞
。

内
外
諸
司
。
各
給
二
一
本
一

並
令
三
年
前
至
二
所
在
一

同
条
義
解
に
よ
れ
ば
、
太
政
官
を
経
由
せ
ず
に
中
務
省
が
直
接
天
皇
に
奏
聞
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
天
文
気
象
の
異
変
を
陰
陽
頭
と
天
文
博
士
が
直
接
天

皇
に
奏
聞
す
る
天
文
密
奏
も
直
奏
で
あ
っ
た
よ
う
に
（
雑
令
08
秘
書
玄
象
条
）、
時

間
を
支
配
す
る
天
皇
の
み
に
許
さ
れ
た
権
限
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
暦
博
士

が
お
こ
な
う
造
暦
に
は
、
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
が
使
用
す
る
具
注
御
暦
、
天
皇
の
み

が
使
用
す
る
天
体
暦
で
あ
る
七
曜
御
暦
、
内
外
諸
司
に
頒
布
さ
れ
る
具
注
暦
た
る
頒

暦
の
三
種
が
あ
っ
た
（『
延
喜
式
』
陰
陽
寮
式
03
暦
本
条
）。
こ
れ
ら
の
う
ち
内
外
諸

司
に
配
布
さ
れ
る
の
が
頒
暦
で
、
造
暦
条
の
義
解
に
よ
れ
ば
、
内
外
諸
司
へ
の
配
布

と
は
、
省
と
国
に
各
一
本
で
、
そ
れ
以
下
の
寮
・
司
や
郡
に
は
さ
ら
に
書
写
し
て
配

布
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
）
21
（

。

　

確
実
な
具
注
暦
で
最
古
の
も
の
と
し
て
は
、
奈
良
県
の
石
神
遺
跡
か
ら
持
統
三
年

（
六
八
九
）
と
推
定
さ
れ
る
具
注
暦
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
）
22
（

。
す
で
に
元
嘉
暦
の

段
階
か
ら
具
注
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
表
面
は
三
月
八
日
か

ら
十
四
日
、
裏
面
は
四
月
十
三
日
か
ら
十
九
日
の
暦
日
を
記
す
。
本
来
は
表
面
に
三

月
、
裏
面
に
四
月
、
そ
れ
ぞ
れ
一
ケ
月
分
の
暦
日
を
記
し
た
長
方
形
の
板
で
あ
っ
た
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と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
周
囲
が
丸
く
削
ら
れ
て
い
る
の
は
廃
棄
後
に
木
器
と
し
て
転

用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
具
注
暦
は
本
来
、
紙
に
書
か
れ
た
巻
物
だ
が
、
日
常
的
な

使
用
に
は
不
便
な
た
め
、
二
カ
月
分
の
暦
日
を
木
の
板
の
両
面
に
筆
写
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
奈
良
時
代
以
降
、
地
方
官
衙
に
お
い
て
も
具
注
暦
木
簡
の
使
用
例
が

多
く
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
24
（

。
具
注
暦
木
簡
が
、
紙
に
よ
る
頒
暦
の
二
次
利
用

形
態
と
す
れ
ば
、
暦
の
使
用
が
確
実
に
拡
大
し
て
い
る
様
相
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。
文
書
や
帳
簿
に
年
月
日
を
記
す
の
は
、
行
政
事
務
に
お
い
て
時
間
的
な
前
後

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
す
で
に
法
隆
寺
で
は
、
金
堂
釈
迦
三
尊
像
台
座
裏
の
墨

書
銘
に「

留
保
分
七
段

書
屋
一
段

尻
官
三
段　

御
支
□
三
段
」

「
辛
巳
年
八
月
九
日
作
□
□
□
□
」

と
あ
り
、
年
月
日
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
辛
巳
年
」
は
推
古
期
後
半
の
六
二
一
年

に
比
定
さ
れ
る
）
25
（

。
六
〇
二
年
に
暦
法
が
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
わ
ず
か
の
時
間
で
、
王

権
の
中
枢
部
で
は
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

地
方
へ
の
普
及
と
い
う
点
で
は
、
す
で
に
天
智
期
に
は
、
長
野
県
屋
代
遺
跡
出
土

四
六
号
木
簡
に
）
26
（

、

・
乙
丑
年
十
二
月
十
日
酒
人

・「
他
田
舎
人
」
古
麻
呂

と
い
う
年
月
日
ま
で
記
載
さ
れ
た
例
が
確
認
で
き
る
。
一
般
的
に
大
宝
令
以
降
に
は

干
支
年
が
使
用
さ
れ
な
い
の
で
、
乙
丑
年
は
七
世
紀
の
天
智
四
年
（
六
六
五
）
の
可

能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
東
国
の
信
濃
国
ま
で
暦
日
の
使
用
が
拡
散
し
て
い
た
と

す
る
な
ら
ば
、
天
智
期
に
お
け
る
頒
暦
も
想
定
さ
れ
る
。
斉
明
・
天
智
期
に
は
漏
刻

設
置
の
記
事
も
あ
り
）
27
（

、
暦
と
あ
わ
せ
て
時
間
に
よ
る
支
配
が
開
始
さ
れ
た
時
期
と
し

て
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
一
例
だ
け
な
の
で
天
智
期
に
お
け
る
頒
暦
は
確
実
で
は

な
い
。
比
較
的
確
実
な
の
は
、
天
武
四
年
に
陰
陽
寮
が
初
見
し
（『
日
本
書
紀
』
天

武
四
年
四
月
正
月
丙
午
条
）、
占
星
台
の
設
置
が
あ
り
（
同
庚
戌
条
）、「
四
月
朔
以

後
、
九
月
卅
日
以
前
」
と
い
う
全
国
的
な
頒
暦
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
不
可
能
な
、

期
限
を
示
し
た
全
国
政
策
が
な
さ
れ
た
こ
と
（
同
四
月
戊
寅
条
）、
な
ど
か
ら
す
れ

ば
こ
の
時
期
が
共
通
の
全
国
的
に
頒
暦
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
）
28
（

。

公
式
令
に
は
文
書
の
保
管
収
蔵
お
よ
び
保
存
期
間
に
つ
い
て
の
規
定
が
あ
る
。

公
式
令
82
案
成
条

凡
案
成
者
。
具
条
二
納
目
一

目
皆
案
レ
軸
。
書
二
其
上
端
一
云
。
其
年
其
月
其
司

納
案
目
。
毎
二
十
五
日
一
納
レ
庫
使
レ
訖
。
其
詔
勅
目
。
別
所
安
置
。

公
式
令
83
文
案
条

凡
文
案
。
詔
勅
奏
案
。
及
考
案
。
補
官
解
官
案
。
祥
瑞
・
財
物
・
婚
・
田
・
良

賎
・
市
估
案
。
如
レ
此
之
類
。
常
留
。
以
外
。
年
別
検
簡
。
三
年
一
除
之
。
具

録
二
事
目
一
為
レ
記
。
其
須
レ
為
二
年
限
一
者
。
量
レ
事
留
納
。
限
満
准
除
。

公
式
令
82
案
成
条
は
公
文
書
の
草
案
等
の
保
管
と
収
蔵
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、

案
に
目
録
を
副
え
て
収
蔵
す
る
に
は
、
軸
の
上
端
に
「
其
年
其
月
其
司
納
案
目
」
と

記
載
し
、
十
五
日
ご
と
に
ま
と
め
て
収
蔵
せ
よ
と
あ
る
。
さ
ら
に
同
令
83
文
案
条
に

は
、
文
案
の
保
存
期
間
に
つ
い
て
の
明
文
規
定
が
あ
る
。「
詔
勅
奏
案
」「
考
案
」「
補

官
解
官
案
」「
祥
瑞
・
財
物
・
婚
・
田
・
良
賎
・
市
估
案
」
な
ど
は
「
常
留
」
す
な
わ

ち
永
久
保
存
と
さ
れ
、
そ
れ
以
外
の
文
書
は
、
年
単
位
で
判
断
し
て
、
三
年
で
廃
棄

せ
よ
と
あ
る
。
廃
棄
文
書
の
目
録
も
つ
く
り
、
保
存
期
間
の
延
長
も
考
慮
さ
れ
た
。

［古代公文書の成立前史］……仁藤敦史
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こ
う
し
た
文
書
の
長
期
保
存
を
前
提
と
す
れ
ば
、
保
存
管
理
の
た
め
に
時
系
列
を

認
識
す
る
う
え
で
、
連
続
的
に
年
号
を
使
用
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
と
な
る
。

「
大
化
」
年
号
以
降
、
七
世
紀
に
も
年
号
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
不

連
続
で
、
干
支
年
号
が
一
般
的
で
あ
っ
て
普
及
し
な
か
っ
た
。
大
宝
律
令
が
施
行
さ

れ
た
大
宝
年
間
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
年
号
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
使
用
さ
れ
て

い
る
背
景
に
は
、
文
書
行
政
上
の
必
要
度
が
格
段
に
高
ま
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
）
30
（

。

❸
印
章
の
押
印

印
の
本
格
的
な
使
用
は
文
書
行
政
お
よ
び
官
僚
制
の
整
備
さ
れ
る
大
宝
令
の
施
行

以
降
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
）
31
（

。
し
か
し
、
律
令
制
以
前
に
お
い
て
、
印
章
が

用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
記
載
も
少
な
い
な
が
ら
存
在
す
る
。

『
日
本
書
紀
』
崇
神
十
年
九
月
丙
戌
条

以
二
大
彦
命
一
遣
二
北
陸
一

武
淳
川
別
遣
二
東
海
一

吉
備
津
彦
遣
二
西
道
一

丹
波

道
主
命
遣
二

丹
波
一﹅

因
以
詔
之
曰
、
若
有
二

不
レ

受
レ

教
者
一﹅

乃
挙
レ

兵
伐
之
。

既
而
共
授
二
印
綬
一
為
二
将
軍
一

『
日
本
書
紀
』
推
古
即
位
前
紀

群
臣
請
二
淳
中
倉
太
珠
敷
天
皇
之
皇
后
額
田
部
皇
女
一﹅

以
将
二
令
践
祚
一

皇
后

辞
譲
之
。
百
寮
上
レ
表
勧
進
。
至
二
于
三
一
乃
従
之
。
因
以
奉
二
天
皇
之
璽
印
一

『
日
本
書
紀
』
舒
明
元
年
正
月
丙
午
条

大
臣
及
群
卿
、
共
以
二
天
皇
之
璽
印
一﹅

献
二
於
田
村
皇
子
一

『
日
本
書
紀
』
持
統
六
年
九
月
丙
戌
条

神
祇
官
奏
上
二
神
宝
書
四
巻
・
鑰
九
箇
・
木
印
一
箇
一

ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
四
道
将
軍
派
遣
に
際
し
て
「
印
綬
」
を
授
け
た
と
す
る
崇
神
紀

の
記
述
に
つ
い
て
は
、
漢
文
的
な
修
飾
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
）
32
（

。

ま
た
、
推
古
即
位
前
紀
や
舒
明
元
年
紀
に
み
え
る
「
天
皇
之
璽
印
」
に
つ
い
て
も
、

漢
文
的
修
飾
で
実
体
は
、
皇
位
の
し
る
し
と
し
て
の
剣
と
鏡
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
33
（

。

明
瞭
な
印
の
記
載
は
持
統
六
年
（
六
九
二
）
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
少
な
く
と
も

「
木
印
」
と
あ
り
、
律
令
制
下
の
鋳
造
印
と
は
連
続
し
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
神
宝

書
四
巻
や
鑰
九
箇
な
ど
と
一
括
し
て
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
神
祇
官
が
保
有
し
て

い
た
神
宝
の
目
録
と
神
宝
を
納
め
た
倉
の
鑰
、
そ
し
て
封
印
の
た
め
の
木
印
で
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
）
34
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
は
律
令
制
下
の

鋳
造
印
と
連
続
す
る
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。

律
令
制
下
の
印
制
に
つ
い
て
は
、
四
種
類
の
印
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

公
式
令
40
天
子
神
璽
条

『
令
義
解
』
公
式
令
40
天
皇
神
璽
条
に
、

天
子
神
璽
。〈
謂
。
践
祚
之
日
寿
璽
。
宝
而
不
レ
用
〉
内
印
。
〈方
三
寸
〉
五
位

以
上
位
記
。
及
下
二
諸
国
一
公
文
。
則
印
。
外
印
。
〈方
二
寸
半
〉
六
位
以
下
位

記
。
及
太
政
官
文
案
。
則
印
。
諸
司
印
。
〈方
二
寸
二
分
〉
上
レ
官
公
文
。
及
案

移
牒
。
則
印
。
諸
国
印
。
〈方
二
寸
〉上
レ
京
公
文
。
及
案
調
物
。
則
印
。

と
あ
り
、
レ
ガ
リ
ア
と
し
て
用
い
ら
れ
る
天
子
神
璽
）
35
（

を
除
け
ば
、

内
印
（
天
皇
御
璽
）　
　

方
三
寸　
　
　

五
位
以
上
位
記
・
下
二
諸
国
一
公
文

外
印
（
太
政
官
院
）　
　

方
二
寸
半　
　

六
位
以
下
位
記
・
太
政
官
文
案

諸
司
印　
　
　
　
　
　
　

方
二
寸
二
分　

上
レ
官
公
文
・
案
移
牒

諸
国
印　
　
　
　
　
　
　

方
二
寸　
　
　

上
レ
京
公
文
・
案
調
物
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と
い
う
四
種
類
の
銅
印
が
規
定
さ
れ
て
い
る
）
36
（

。
さ
ら
に
、
同
じ
く
『
令
義
解
』
公
式

令
41
行
公
文
皆
印
条
に
は
、

　
　

凡
行
公
文
。
皆
印
二
事
状
。
物
数
。
及
年
月
日

署
。
縫
処
。
鈴
。
伝
符
。
剋

数
一

と
あ
り
、
公
文
書
に
押
印
す
る
場
合
の
場
所
を
規
定
す
る
。

大
宝
令
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
彌
永
貞
三
ら
に
よ
る
指
摘
が
あ
る
よ
う

に
、
諸
司
印
の
規
定
の
有
無
を
除
け
ば
大
き
な
違
い
は
な
い
と
い
え
る
）
37
（

。
大
宝
令
で

は
明
文
が
な
か
っ
た
諸
司
印
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
養
老
三
年
（
七
一
九
）
に
は
、

中
務
省
印
を
含
む
八
省
印
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
養
老
令
の
部
分
施
行
は
こ
の
段
階

か
ら
と
推
定
さ
れ
る
）
38
（

。

内
印
（
天
皇
御
璽
）・
外
印
（
太
政
官
院
）・
諸
司
印
・
諸
国
印
の
四
種
の
印
が
公

式
令
に
規
定
さ
れ
た
公
印
で
あ
り
、
大
宝
令
に
諸
司
印
の
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た

が
、
養
老
令
の
部
分
施
行
と
し
て
養
老
年
間
に
は
省
印
レ
ベ
ル
の
使
用
が
開
始
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
印
の
使
用
開
始
時
期
を
確
認
す
る
。
ま
ず
、
内
印
に
つ
い
て
は
、

『
続
日
本
紀
』
大
宝
元
年
六
月
己
酉
条
に
、

是
日
、
遣
二

使
七
道
一﹅

宣
下
告
依
二

新
令
一

為
レ

政
、
及
給
二

大
租
一

之
状
上﹅

頒
二
付
新
印
様
一

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鈴
木
茂
男
ら
に
よ
れ
ば
諸
国
に
頒
付
さ
れ
た
「
新
印
様
」
と

は
、
新
た
に
使
用
が
開
始
さ
れ
る
内
印
の
印
影
で
あ
っ
た
と
す
る
）
39
（

。
諸
国
に
下
さ
れ

る
公
文
に
押
さ
れ
る
内
印
の
形
を
予
め
、
諸
国
に
知
ら
せ
て
お
く
こ
と
は
、
押
印
の

重
要
な
機
能
で
あ
る
偽
造
防
止
の
観
点
か
ら
、
公
文
と
の
照
合
に
用
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

な
お
、
こ
の
「
新
印
」
に
対
し
て
旧
印
の
存
在
を
想
定
し
、
内
印
を
押
す
と
養
老

令
に
規
定
さ
れ
た
位
記
の
使
用
が
浄
御
原
令
制
か
ら
開
始
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
す
で

に
浄
御
原
令
制
下
に
お
い
て
、
内
印
が
使
用
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
説
も
あ

る
）
41
（

。
し
か
し
な
が
ら
、『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
七
月
丁
酉
条
に
は
「
筑
紫
諸
国
、

庚
午
籍
七
百
七
十
卷
、
以
二

官
印
一

印
レ

之
」
と
あ
り
、
西
海
道
諸
国
の
庚
午
年
籍

は
巻
子
状
の
文
書
で
あ
り
、
神
亀
四
年
に
な
っ
て
官
印
（
外
印
・
太
政
官
印
）
が
押

さ
れ
た
と
あ
る
。
天
智
期
の
庚
午
年
籍
に
は
、
官
印
が
押
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
し
、
六
位
以
下
の
位
記
に
押
さ
れ
る
外
印
と
の
対
応
上
、
内
印
の

み
が
先
行
す
る
こ
と
は
、
不
自
然
で
あ
る
の
で
、
大
宝
令
以
前
の
使
用
は
疑
問
で
あ

り
、
公
文
へ
の
押
印
は
大
宝
令
以
降
と
考
え
て
お
き
た
い
）
42
（

。　

つ
ぎ
に
、
外
印
の
製
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
、

太
政
官
奏
、
諸
司
下
レ
国
小
事
之
類
、
以
二
白
紙
一
行
下
。
於
レ
理
不
レ
穏
。
更

請
二

内
印
一﹅

恐
煩
二

聖
聴
一

望
請
、
自
レ

今
以
後
、
文
武
百
官
下
二

諸
国
一

符
、

自
レ

非
二

大
事
一﹅

差
二

逃
走
衛
士
・
仕
丁
替
一﹅

及
催
二

年
料
一

廻
二

残
物
一﹅

兵

衛
・
采
女
養
物
等
類
事
、
便
以
二
太
政
官
印
一
印
之
。
奏
可
之
）
43
（

。

と
見
え
、
諸
国
に
下
す
小
事
に
外
印
（
太
政
官
印
）
を
用
い
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
よ
り
先
の
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
に
は
、

太
政
官
処
分
、
凡
位
記
印
者
、
請
二
於
太
政
官
一

下
二
諸
国
一
符
印
者
、
申
二
於

弁
官
）
44
（

一　

と
あ
り
、
位
記
に
用
い
る
印
（
内
印
と
外
印
）
は
太
政
官
に
申
請
し
、
諸
国
に
下
す

符
に
押
す
印
は
弁
官
に
申
請
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
前
年

に
は
、
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大
初
位
上
丹
波
史
千
足
等
八
人
、
偽
二
造
外
印
一﹅

仮
与
二
人
位
。
流
二
信
濃
国
）
45
（

一

と
し
て
、
外
印
の
偽
造
が
摘
発
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
和
銅
二
年
七
月
二
十
五
日
の

年
紀
を
有
す
る
「
弘
福
寺
領
田
畠
流
記
写
）
46
（

」
は
、
署
名
部
分
に
外
印
の
輪
郭
が
描
か

れ
て
お
り
、
焼
失
し
た
原
本
に
は
署
名
部
分
に
太
政
官
印
が
押
印
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
。以

上
に
よ
れ
ば
、
遅
く
と
も
和
銅
年
間
に
は
外
印
の
使
用
は
開
始
さ
れ
て
お
り
、

お
そ
ら
く
は
六
位
以
下
の
位
記
や
中
央
官
司
間
の
文
書
の
授
受
に
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
内
印
と
同
時
に
外
印
も
鋳
造
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

国
印
の
使
用
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
元
年
四
月
甲
子
条
に
、

令
三
鍛
冶
司
鋳
二
諸
国
印
一

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
内
外
印
よ
り
も
や
や
遅
れ
て
こ
の
年
に
鋳
造
さ
れ
た
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。
す
で
に
岸
俊
男
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
存
戸
籍
の
う
ち
、
大
宝

四
年
（
七
〇
四
）
以
降
に
完
成
す
る
西
海
道
戸
籍
に
は
筑
前
・
豊
前
・
豊
後
の
国
印

が
押
さ
れ
て
い
る
が
、
前
年
ま
で
に
完
成
し
た
美
濃
国
戸
籍
に
は
国
印
が
押
さ
れ
て

お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
『
続
日
本
紀
』
の
記
載
と
符
合
す
る
）
47
（

。

最
後
に
諸
司
印
に
つ
い
て
、『
続
日
本
紀
』
な
ど
に
み
え
る
初
鋳
記
事
を
概
観
す

る
な
ら
ば
、
遠
方
に
あ
る
大
宰
府
管
内
諸
司
の
事
例
を
唯
一
の
例
外
と
す
れ
ば
、
奈

良
時
代
ま
で
は
八
省
お
よ
び
八
省
に
属
さ
な
い
独
立
官
司
へ
の
印
の
頒
賜
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
一
方
、
印
影
の
実
例
に
お
い
て
も
奈
良
時
代
ま
で
は
、
諸
司
印
と
し

て
確
実
な
の
は
「
内
侍
之
印
」
と
「
春
宮
之
印
」
な
ど
に
限
定
さ
れ
、
い
ず
れ
も
八

省
に
は
属
さ
な
い
独
立
官
司
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
政
官
に
直
接
文
書
を
出
す
こ

と
が
で
き
る
官
司
に
対
し
て
、
奈
良
時
代
の
段
階
で
は
印
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
養
老
公
式
令
40
天
皇
神
璽
条
に
規
定
さ
れ
た
「
諸
司
印
」
と
は
、
義
解

に
「
謂
、
省
台
寮
司
等
、
各
皆
有
レ

印
」
と
す
る
ほ
ど
に
当
初
は
一
般
的
で
は
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
）
49
（

。
八
省
被
管
官
司
で
の
印
使
用
が
一
般
化
す
る
の
は
、
延
暦

十
五
年
の
主
計
寮
・
主
税
寮
へ
の
頒
布
以
降
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
朝
堂
院
に
朝
座
の
あ
る
八
省
以
外
の
官
司
と
し
て
『
延
喜
式
』
式
部
上

に
は
、
弾
正
台
、
正
親
司
、
大
学
寮
、
主
計
寮
、
主
税
寮
、
雅
楽
寮
、
玄
蕃
寮
、
図

書
寮
が
見
え
る
が
、
平
安
初
期
以
降
、
承
和
年
間
ま
で
の
比
較
的
早
期
に
諸
司
印
の

鋳
造
が
認
め
ら
れ
た
官
司
と
ほ
ぼ
重
複
し
て
い
る
の
は
、
朝
堂
院
で
の
朝
政
（
諸
司

か
ら
の
上
申
文
書
を
太
政
官
が
決
済
す
る
）
に
諸
司
印
が
関
係
し
た
こ
と
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
公
式
令
に
規
定
さ
れ
た
公
印
の
鋳
造
は
、
内
印
（
天
皇

御
璽
）・
外
印
（
太
政
官
院
）
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）、
諸
国
印
は
慶
雲
元
年

（
七
〇
四
）
が
初
鋳
と
考
え
ら
れ
、
諸
司
印
は
中
務
省
印
が
や
や
先
行
す
る
も
の
の
、

養
老
三
年
（
七
一
九
）
の
七
省
印
の
鋳
造
ま
で
下
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
公
文
書
に
押
印
す
る
場
合
の
場
所
や
位
置
に
つ
い
て
の
規
定
と
し
て
は
、

公
式
令
41
行
公
文
皆
印
条

凡
行
公
文
。
皆
印
事
状
物
数
及
年
月
日
。

署
。
継
処
。
給
（
鈴
）
伝
符
尅
数
。

と
あ
る
よ
う
に
、
物
数
や
継
ぎ
目
な
ど
の
に
押
す
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
改

竄
・
偽
造
の
防
止
が
大
き
な
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
、
公
式
令
40
天
子
神
璽
条
に
よ
れ
ば
、
国
印
は
調
物
に
も
押
す
こ
と
が

定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
賦
役
令
02
調
皆
随
近
条
に
も
対
応
す
る
規
定
が
あ
る
。

賦
役
令
02
調
皆
随
近
条

凡
調
皆
随
近
合
成
。
絹
絁
・
布
両
頭
。
及
糸
綿
嚢
。
具
注
国
郡
里
戸
主
姓
名
。

年
月
日
。
各
以
国
印
印
之
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
調
物
の
う
ち
、
合
成
さ
れ
る
絹
絁
・
布
両
頭
。
及
糸
綿
嚢
に
国
郡

国立歴史民俗博物館研究報告
第224集 2021年 3月



19

里
戸
主
姓
名
と
年
月
日
を
記
し
、
そ
れ
に
国
印
を
押
す
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る

（
書
印
貢
進
物
）。
さ
ら
に
同
条
集
解
の
穴
記
に
よ
れ
ば
、

穴
云
。
年
月
日
。
謂
下
国
勘
記
二
国
印
一
之
日
上
耳
。
非
二
元
輸
日
一
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
墨
書
書
き
入
れ
と
押
印
は
、
国
府
段
階
に
付
さ
れ
、
中
央
政
府
に

表
示
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
作
業
と
想
定
さ
れ
る
。
調
物
と
り
わ
け
絹
・
絁
・
布
・

糸
・
綿
な
ど
の
繊
維
製
品
に
つ
い
て
は
、
現
物
貨
幣
の
役
割
が
あ
り
、
押
印
に
よ
り

国
家
か
ら
公
定
価
値
を
付
与
さ
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
役
割
が
存
在
し
た
と
の
指
摘

が
あ
る
）
50
（

。

な
お
、
荷
札
木
簡
の
書
式
は
、
公
式
令
の
辞
式
（
年
月
日
を
冒
頭
に
記
す
）
51
（

）
や
過

所
式
に
見
え
る
よ
う
に
、
庶
人
が
本
属
を
称
す
る
個
人
の
上
申
文
書
の
様
式
が
適
用

さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
）
52
（

。

公
式
令
15
辞
式
条

辞
式
／
年
月
曰
。
位
姓
名
。
辞
〈
此
謂
。
雑
任
初
位
以
上
。
若
庶
人
称
二
本
属
一
〉

其
事
云
云
。
謹
辞
。

右
内
外
雑
任
以
下
。
申
二
牒
諸
司
一
式
。
若
有
二
人
物
名
数
一
者
。
件
二
人

物
於
云
云
前
一

公
式
令
22
過
所
式
条

過
所
式
／
其
事
云
云
。
度
二

其
関
一

往
二

其
国
一

／
其
官
位
姓
。〈
三
位
以
上
。

称
レ

卿
〉
資
人
。
位
姓
名
。〈
年
若
干
。
若
庶
人
称
二
本
属
一

〉
従
人
。
其
国
其

郡
其
里
人
。
姓
名
年
〈
奴
名
年
。
婢
名
年
〉
其
物
若
干
。
其
毛
牡
牝
馬
牛
。
若

干
疋
頭
歳
／
年
月
日
主
典
位
姓
名
。
／
次
官
位
姓
名

右
過
所
式
。
並
令
下
依
レ
式
具
録
二
二
通
一

申
中
送
所
司
上
。
所
司
勘
問
。

即
依
レ
式
署
。
一
通
留
為
レ
案
。
一
通
判
給
。

❹
大
宝
令
以
前
の
文
書
形
式

最
後
に
大
宝
令
以
前
の
文
書
形
式
の
問
題
を
検
討
す
る
。
従
来
、
古
代
の
古
文
書

に
つ
い
て
は
、
公
式
様
文
書
と
称
さ
れ
る
、
詔
・
勅
、
符
・
解
・
移
・
牒
・
辞
な
ど

律
令
に
規
定
さ
れ
た
形
式
ご
と
に
用
途
が
分
類
さ
れ
説
明
さ
れ
て
き
た
。
具
体
的
に

は
下
達
文
書
と
し
て
詔
書
・
勅
旨
・
令
旨
・
符
を
、
上
申
文
書
と
し
て
は
奏
（
論

奏
・
奏
事
・
便
奏
・
奏
弾
）・
啓
・
解
・
牒
・
辞
を
、
平
行
文
書
と
し
て
は
、
移
を

規
定
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
使
い
分
け
は
、
少
な
く
と
も
律
令
官
司
の
上
下
関
係
が

明
確
化
し
な
け
れ
ば
十
分
に
機
能
し
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
諸
国
か
ら
太
政
官

に
送
ら
れ
た
上
申
文
書
で
あ
る
四
度
公
文
の
う
ち
、
大
宝
令
以
前
か
ら
用
い
ら
れ
た

戸
籍
に
つ
い
て
は
、
解
式
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
う
し
た
事
情
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
さ
ら
に
、
先
述
し
た
よ
う
に
大
宝
以
前
の
戸
籍
に
は
国

印
が
押
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
）
）
53
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
厳
密
な
分
類
は
木
簡
や
正
倉
院
文
書
な
ど
の
実
例
に

よ
れ
ば
必
ず
し
も
当
て
は
ま
ら
ず
、
上
申
か
下
達
か
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
だ

け
で
、
文
書
形
式
の
違
い
は
大
き
な
意
味
を
有
さ
な
い
と
さ
れ
）
54
（

、
書
儀
と
呼
ば
れ
る

書
状
形
式
の
影
響
や
口
頭
伝
達
を
前
提
に
し
た
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年

で
は
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
55
（

。

下
達
文
書
の
実
例
で
い
え
ば
、「
大
命
符
」
と
い
う
文
書
木
簡
の
表
現
は
、
公
式

令
の
符
式
と
は
異
な
り
、し
ば
し
ば
「
大
命
宣
」
と
も
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
「
の
る
」

「
お
お
す
」
の
意
味
に
す
ぎ
な
い
下
達
文
書
と
し
て
機
能
し
て
い
る
）
56
（

。
符
に
つ
い
て

は
、「
符
処
処
塞
職
等
受
」（『
藤
原
宮
木
簡
』
一
―
一
二
号
木
簡
）
と
い
う
文
書
木

簡
で
は
、
関
所
と
考
え
ら
れ
る
塞
職
の
名
前
が
大
宝
令
以
降
に
は
見
え
な
い
こ
と
か

ら
大
宝
令
以
前
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
下
達
文
書
は

少
な
く
、
上
申
文
書
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
）
57
（

。
下
達
文
書
は
読
み
上

げ
ら
れ
る
こ
と
で
完
結
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
た
め
、
残
ら
な
か
っ
た
と
も
考
え
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ら
れ
る
。

「
某
前
白
（
申
）」
と
い
う
形
式
の
文
書
が
古
様
の
上
申
文
書
の
形
式
と
し
て
有
名

で
、
貴
人
に
対
し
て
口
上
を
述
べ
る
と
い
う
口
頭
伝
達
の
要
素
が
重
視
さ
れ
た
も
の

で
、
古
い
書
状
様
式
の
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
）
58
（

。
一
般
的
名
詞
で
宛
先
を
示

し
、
差
出
は
書
か
れ
な
い
か
一
人
称
で
書
く
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
差
出
人
と
受

取
人
の
関
係
が
自
明
で
あ
り
、
読
み
上
げ
て
相
手
に
伝
え
る
こ
と
が
主
で
、
補
助
的

に
木
簡
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
）
59
（

。

口
頭
伝
達
に
つ
い
て
は
、
立
礼
に
対
し
て
七
世
紀
に
お
け
る
「
跪
伏
礼
」
や
「
匍

匐
礼
」
が
口
頭
で
の
上
申
に
適
合
し
、
反
対
に
文
書
を
手
に
持
つ
行
為
が
「
立
礼
」

に
適
合
す
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る
）
60
（

。
王
命
の
下
達
文
書
で
あ
る
宣
命
が
官
人
ら
に
対

し
て
読
み
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
和
文
体
で
あ
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
る
）
61
（

。

天
皇
（
大
王
）
の
言
に
は
、
和
語
た
る
ミ
コ
ト
（
ミ
コ
ト
ノ
リ
）
や
オ
オ
ミ
コ
ト
に

対
し
て
、（
大
）
命
・
詔
・
勅
（
旨
）
な
ど
の
多
様
な
漢
語
を
充
て
て
お
り
、
文
書

形
式
の
詔
勅
と
は
異
な
る
口
勅
を
含
め
て
拡
大
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
文
」
と
「
語
」

の
乖
離
が
存
在
し
）
62
（

、
王
言
に
対
し
て
宣
・
告
・
符
・
寵
命
・
教
な
ど
の
用
字
も
使
用

さ
れ
、「
聞
」
を
間
に
入
れ
た
「
詔
…
…
詔
」「
宣
…
…
宣
」「
詔
（
勅
）
…
…
宣
」

な
ど
の
構
文
が
朝
鮮
半
島
の
「
教
…
…
教
」
を
継
受
し
た
古
い
形
式
と
考
え
ら
れ
て

い
る
）
63
（

。
た
だ
し
、
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
口
頭
伝
達
と
文
書
は
前
後
関
係
や
二
者
択

一
で
は
な
く
、
目
的
に
よ
り
使
い
分
け
ら
れ
た
相
互
補
完
の
関
係
で
あ
っ
た
と
す
る

の
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
）
64
（

。

書
状
に
つ
い
て
は
、『
令
集
解
』
公
式
令
04
奏
事
式
条
の
注
釈
に
、

穴
云
。
…
…
問
。
表
奏
造
様
何
。
答
。
不
レ
見
。
表
奏
・
上
表
・
上
啓
等
之
式
。

宜
レ
放
二
書
儀
之
体
一
耳
。

と
あ
る
よ
う
に
明
確
な
規
定
は
な
く
、
中
国
の
「
書
儀
」
と
呼
ば
れ
る
手
紙
の
書
式

や
模
範
例
文
集
に
倣
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
65
（

。
こ
う
し
た
様
式
が
公
式
令
以
前
か
ら
倭

国
で
普
及
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
辞
や
牒
は
古
く

か
ら
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

個
人
の
上
申
文
書
と
し
て
規
定
さ
れ
る
牒
に
つ
い
て
は
、
移
式
準
用
の
牒
だ
け
で

な
く
広
範
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
古
文
書
学
の
常
識
的
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
早
い
段
階
か
ら
こ
う
し
た
傾
向
は
指
摘
で
き
、
前
提
と
し
て
中
国
の
牒
制
の
多

様
な
用
法
が
前
提
に
あ
る
と
さ
れ
る
）
66
（

。
牒
は
、
あ
く
ま
で
公
式
令
の
官
司
間
文
書
の

枠
を
補
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
）
67
（

。『
延
喜
式
』
雑
式

53
国
司
相
牒
式
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
国
司
間
で
取
り
交
わ
さ
れ
る
牒
の
様
式
は
、

八
世
紀
前
半
の
「
今
浪
人
司
謹
牒
丸
部
臣
専
司
）
68
（

」
と
あ
る
新
潟
県
下
ノ
西
遺
跡
出
土

の
木
簡
が
相
当
す
る
と
す
れ
ば
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
地
方
国
府
を
ふ
く
め
て
、

官
司
内
文
書
と
し
て
の
牒
は
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
）
69
（

。
さ
ら
に
以
下

の
よ
う
な
大
宝
以
前
か
ら
の
用
例
や
正
倉
院
文
書
の
実
例
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
古
く

か
ら
個
人
の
書
状
様
式
の
一
つ
と
し
て
先
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
）
70
（

。奈
良
県
石
神
遺
跡
出
土
木
簡
（『
木
簡
研
究
』
二
七
―
三
七
頁
）

「
前
牒
吾
」

滋
賀
県
中
主
町
湯
ノ
部
遺
跡
出
土
木
簡）
71
（

・
丙
子
年
十
一
月
作
文
氾
（
右
側
面
）

・
牒
玄
逸
去
五
月
中
□
〔
官
ヵ
〕
□
蔭
人

自
従
二
月
已
来

養
官
丁

久
蔭
不
潤
□

□
蔭
人

・
次
之
□
□
丁

□
□
〔
等
利
ヵ
〕

壊
及
於
□
□
□

人
□
〔
官
ヵ
〕

国立歴史民俗博物館研究報告
第224集 2021年 3月



21

裁
謹
牒
也

天
平
十
八
年
三
月
九
日
「
葛
野
古
万
呂
状
案
」

（
正
倉
院
文
書 

続
々
修
第
二
帙
第
四
巻
、
大
日
古
九
―
五
頁
）　　

前
件
人
等
不
申
貢
日
、
宜
知
状
、
貢
日
注
、
急
申
送
政
所
、
不
得
延
時
、

不
別
紙
状　
　
　
　
　
　
　
「（
楽
書
）
林
別
春
老
依
有
可
勝
得
（
時
時
得
）」

得
経
生
高
市
老
人
誂
状
云
、
依
有
可
洗
衣
服
事
、
欲
請
一
箇
日
暇
者
、
今

依
誂
状
申
牒
、
至
乞
照
状
、
欲
放
却
一
箇
日
間
、
以
状
、
謹
牒
、

三
月
九
日　

葛
野
古
万
呂

謹
上　

乙
満
尊
左
右

丙
午
年
は
天
武
五
年
（
六
七
六
）
と
推
定
さ
れ
、
天
武
期
以
前
か
ら
の
使
用
が
想
定

さ
れ
る
。
そ
し
て
「
作
文
氾
」
の
「
氾
」
が
範
の
意
な
ら
ば
、
書
式
と
し
て
の
牒
が

古
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と
の
傍
証
と
な
る
。
公
式
令
に
は
官
司
か
ら
官
司
へ
の
上
申

文
書
の
代
表
例
と
し
て
、
解
式
が
規
定
さ
れ
、
個
人
の
上
申
文
書
と
し
て
は
牒
式

（
主
典
以
上
）
と
辞
式
（
雑
任
以
下
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
個
人
が
個
人
へ
出
す
私

状
の
形
式
は
な
く
、
解
・
牒
・
啓
・
状
、
さ
ら
に
は
奏
な
ど
多
様
な
形
式
が
行
わ
れ

た
。
個
人
が
出
す
文
書
と
し
て
の
形
式
は
、
大
宝
令
以
前
か
ら
普
及
し
て
お
り
、
個

人
が
出
し
た
書
状
に
も
牒
の
形
式
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

代
表
的
な
上
申
文
書
の
形
式
で
あ
る
「
解
」
に
つ
い
て
も
、
大
宝
令
以
前
か
ら
の

使
用
が
想
定
さ
れ
て
い
る
）
72
（

。
す
な
わ
ち
、
唐
で
は
解
が
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
ず
、
牒

が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
倭
国
で
上
申
文
書
に
解
が
使
用
さ
れ
た

の
は
六
朝
時
代
の
文
書
形
式
の
影
響
を
受
け
て
、
唐
制
以
前
か
ら
使
用
が
一
般
化
し

て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
実
例
と
し
て
は
「
膳
職
白
主
菓
餅
申
解
解
」（
奈
良

県
教
育
委
員
会
『
藤
原
宮
出
土
木
簡
概
報
』
二
〇
号
木
簡
）、「
卿
等
前
恐
々
謹
解
」

（『
藤
原
宮
出
土
木
簡
一 

（
解
説
）』
八
号
木
簡
）
の
よ
う
に
、「
前
白
（
申
）」
の
形

式
に
従
い
口
頭
伝
達
的
な
要
素
が
見
ら
れ
、
こ
の
場
合
の
解
は
「
申
す
」
と
同
義
で

あ
り
、
解
式
の
よ
う
な
差
出
が
な
い
代
わ
り
に
、
充
所
が
冒
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
点

で
破
格
な
形
式
で
あ
り
、大
宝
令
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

律
令
制
以
前
に
は
口
頭
伝
達
を
意
識
し
て
充
所
が
冒
頭
に
来
る
が
、
律
令
制
下
で
は

差
出
人
を
明
記
す
る
よ
う
に
な
る
。
解
式
も
同
様
で
あ
り
、
充
所
を
冒
頭
に
記
載
す

る
解
と
い
う
形
式
は
過
渡
期
的
な
様
式
と
評
価
さ
れ
る
。

さ
ら
に
以
下
の
よ
う
な
正
倉
院
文
書
の
実
例
に
よ
れ
ば
、
解
と
い
う
形
式
に
忠
実

で
は
な
く
、「
五
百
瀬
尊　

机
下
」
と
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
書
状
に
近
い
も
の
が

あ
る
。
こ
う
し
た
形
式
は
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

天
平
宝
字
二
年
七
月
十
七
日
「
長
背
広
足
経
師
貢
進
解
」

　
（
正
倉
院
文
書
続
修
第
三
〇
巻
、
大
日
古
四
―
二
七
五
頁
）

謹
解　

申
貢
経
師
事
、

少
初
位
上
秦
勝
常
陸

右
人
、
経
師　

貢
上
如
件
、

天
平
宝
字
二
年
七
月
十
七
日

長
背
広
足
状

謹
上　

五
百
瀬
尊　

机
下

公
式
令
で
は
個
人
が
個
人
に
対
し
て
差
し
出
す
私
状
は
定
め
て
い
な
い
が
、
解
が
個

人
の
上
申
文
書
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
冒
頭
の
「
謹
解
」、
末
尾
の
「
謹

状
」
の
よ
う
に
丁
寧
な
文
言
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
解
と
状
が
混
交
し
て
い
る
よ
う

に
、
個
人
の
上
申
文
書
と
し
て
の
解
と
啓
や
状
と
は
類
似
す
る
。

　

最
後
に
、
主
典
以
上
の
官
人
個
人
が
官
司
に
上
申
す
る
様
式
が
牒
な
の
に
対
し

て
、
雑
任
以
下
の
個
人
が
諸
司
に
上
申
す
る
文
書
形
式
と
し
て
規
定
さ
れ
た
辞
の
形

式
を
と
り
あ
げ
る
。
辞
に
つ
い
て
は
、
辞
の
現
物
が
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文

書
に
引
用
さ
れ
る
例
が
多
い
た
め
不
明
な
点
が
多
い
と
さ
れ
て
き
た
。

公
式
令
16
辞
式
条

［古代公文書の成立前史］……仁藤敦史
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年
月
日
位
姓
名
辞

其
事
云
々
、
謹
辞

年
月
日
を
冒
頭
に
記
載
す
る
点
が
特
徴
で
あ
り
、
古
い
木
簡
の
書
式
に
共
通
す
る
。

辞
の
語
義
と
し
て
は
、
口
語
言
語
的
な
音
声
た
る
「
語
」
と
も
置
き
換
え
可
能
な
、

対
面
（
辞
見
・
辞
迎
）
を
不
可
欠
と
し
た
言
葉
の
意
味
と
さ
れ
、
為
す
べ
き
行
（
わ

ざ
）
に
対
し
て
、
言
う
べ
き
辞
（
こ
と
）
と
定
義
さ
れ
、
こ
れ
を
前
提
と
す
れ
ば
、

辞
そ
の
も
の
が
原
形
で
伝
存
し
て
い
な
い
理
由
は
、
対
面
で
の
会
話
が
辞
と
し
て
書

き
と
め
ら
れ
て
、「
辞
状
」
や
「
申
状
」・「
陳
状
」
の
よ
う
な
疑
似
文
書
と
な
り
、

さ
ら
に
は
上
申
文
書
と
し
て
の
解
状
へ
と
展
開
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
想
定
で
き
る
）
73
（

。

と
り
わ
け
、
天
平
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
「
近
江
国
坂
田
郡
郡
司
解
奴
婢
売
買
券

（
東
南
院
文
書
、
大
日
古
九
―
六
四
二
頁
）
に
よ
れ
ば
、
息
長
真
人
真
野
売
の
「
辞
状
」

と
し
て
、「
上
件
賤
、
惣
宛
価
値
稲
壱
仟
弐
伯
足
、
売
与
東
大
寺
之
寺
已
訖
、
望
請

依
式
欲
立
券
者
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
女
の
自
署
は
無
く
、
右
手
首
の
画
指

が
書
か
れ
て
い
る
。
自
筆
署
名
が
な
い
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
息
長
真
人
真
野
売
の

「
辞
状
」
と
は
、「
申
状
」
と
も
表
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は
売
人
に
よ

る
自
筆
文
書
で
は
あ
り
得
ず
、
対
面
で
の
会
話
が
書
き
と
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
）
74
（

。
立
券
文
の
辞
に
は
こ
の
よ
う
に
音
声
に
よ
る
陳
述
を
前
提
に
し
た
文
書
化
が

想
定
さ
れ
、
や
が
て
は
文
書
化
さ
れ
た
解
に
よ
り
解
消
さ
れ
て
い
く
。

以
上
、
大
宝
令
以
前
の
要
素
を
残
す
「
大
命
符
（
宣
）」
「
某
前
白
（
申
）」「
辞
」

「
牒
」「
解
」
な
ど
の
文
書
形
式
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
論
と
し
て
は
、
上
申
か
下
達

か
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
公
式
令
に
規
定
さ
れ
た
文
書
形
式
の
違
い

は
大
き
な
意
味
を
有
さ
な
い
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
書
状
形
式
の
影
響

や
口
頭
伝
達
を
前
提
に
し
た
内
容
が
み
ら
れ
、
唐
代
で
は
な
く
古
い
中
国
の
文
書
形

式
が
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
大
宝
令
以
前
か
ら
継
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ

た
。
奈
良
期
前
半
に
お
け
る
出
土
木
簡
や
正
倉
院
文
書
に
は
こ
う
し
た
公
式
令
の
文

書
形
式
を
逸
脱
し
た
実
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。
七
世
紀
に
は
確
実
に
口
頭
伝
達
を
補

完
す
る
文
書
が
存
在
し
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
古
代
の
文
書
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
諸
要
素
に
つ
い
て
考
察
を
加
え

た
。
具
体
的
に
は
、
漢
字
運
用
に
対
す
る
習
熟
、
暦
の
導
入
・
普
及
、
印
章
制
度
の

導
入
、
文
書
形
式
の
統
一
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
七
世
紀
後
半
以
降
に
充
実
化
し

て
く
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

紀
年
木
簡
を
基
準
と
す
れ
ば
、
天
武
四
年
以
降
の
年
紀
を
持
つ
物
が
連
続
し
て
出

土
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
文
書
行
政
の
習
熟
に
お
い
て
大
き
な
画
期
と
な
る
）
75
（

。
お

そ
ら
く
、
天
武
四
年
に
お
い
て
全
国
的
に
頒
暦
が
開
始
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ

と
、
そ
の
こ
と
と
連
動
し
て
告
朔
（
公
文
の
奏
進
儀
礼
）
が
天
武
五
年
に
近
い
頃
に

開
始
さ
れ
た
こ
と
（『
日
本
書
紀
』
天
武
五
年
九
月
丙
寅
朔
条
）
76
（

）、
さ
ら
に
は
、「
詔
曰
、

甲
子
年
、
諸
氏
被
レ
給
部
曲
者
、
自
レ
今
以
後
、
除
之
」（『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年

二
月
己
丑
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
天
武
四
年
に
部
曲
、
す
な
わ
ち
「
民
部
・
家
部
＝

部
曲
」
系
封
戸
が
廃
止
さ
れ
、
均
質
な
「
五
十
戸
」
編
成
に
よ
る
全
国
的
な
公
民
制

の
創
出
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。

文
字
文
化
を
考
え
る
場
合
、
机
と
文
書
の
密
接
な
関
係
、
筆
記
の
あ
り
方
、
さ
ら

に
は
文
書
を
読
む
の
に
適
し
た
立
礼
の
導
入
な
ど
に
つ
い
て
も
、
考
察
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
い
ず
れ
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
）
77
（

。
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註（
1
）
馬
場
基　
「
木
簡
の
作
法
と
百
年
の
理
由
」（『
日
本
古
代
木
簡
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八

年
、
初
出
二
〇
一
〇
年
）、
に
よ
れ
ば
「
韓
国
最
南
端
の
城
山
山
城
出
土
木
簡
が
六
世
紀
半
ば

な
の
に
対
し
て
、
対
岸
の
日
本
で
木
簡
が
本
格
的
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
七
世
紀
半

ば
で
、
そ
の
差
が
一
〇
〇
年
に
も
及
ぶ
と
い
う
点
」（
二
三
六
・
二
三
七
頁
）
を
指
摘
す
る
。

な
お
、
城
山
山
城
出
土
木
簡
に
つ
い
て
は
、
六
世
紀
末
と
す
る
見
方
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る

が
、
大
き
な
時
期
差
が
存
在
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
な
お
、
木
簡
は
帳
簿
を
含

め
て
文
書
木
簡
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
帳
簿
を
除
く
狭
義
の
文
書
木
簡
を
検
討
対
象
と
す

る
。

（
2
）
同
前　
「「
木
簡
の
作
法
」
論
か
ら
東
ア
ジ
ア
木
簡
学
に
迫
る
た
め
に
」（
同
前
、
初
出
二
〇
一
四

年
）
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
末
に
百
済
・
高
句
麗
か
ら
の
遺
民
が
木
簡
の
運
用
技
術
を
も
た
ら
し

た
こ
と
が
大
き
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
統
一
的
な
書
式
に
基
づ
く
帳
簿

に
よ
る
全
国
的
な
収
取
・
支
配
体
制
の
有
無
が
そ
の
違
い
で
あ
り
、
先
進
的
な
経
営
形
態
は
、

一
部
の
王
家
や
ミ
ヤ
ケ
、
寺
院
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
全
国
的
で
な
か
っ
た
点
を
強
調
す
る
。

（
3
）
以
下
の
記
載
は
、
拙
稿
「
文
字
が
来
た
」（
国
際
企
画
展
示
図
録
『
文
字
が
つ
な
ぐ
』
国
立
歴

史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
一
四
年
）
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
個
々
の
金
石
文
資
料
の
概
要
に
つ
い

て
は
、煩
雑
に
わ
た
る
の
で
上
記
図
録
お
よ
び
企
画
展
図
録
『
古
代
日
本
文
字
の
あ
る
風
景
』（
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
〇
二
年
）、
同
『
文
字
の
チ
カ
ラ
―
古
代
東
海
の
文
字
世
界
』（
名

古
屋
市
博
物
館
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
4
）
武
末
純
一　
「
日
韓
交
流
と
渡
来
人
―
古
墳
時
代
以
前
―
」（『
古
代
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ

ン
タ
ー
年
報
』
四
、二
〇
一
八
年
）、
二
七
〜
二
九
頁
。

（
5
）
田
中
史
生　
『
渡
来
人
と
帰
化
人
』K

A
D
O
K
A
W
A

、
二
〇
一
九
年
、
五
九
頁
。

（
6
）
同
前　
『
倭
国
と
渡
来
人
―
交
錯
す
る
「
内
」
と
「
外
」―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
。

（
7
）
『
日
本
書
紀
』
継
体
紀
七
年
六
月
条
、
同
十
年
九
月
条
な
ど
。
同
欽
明
紀
二
月
条
に
は
五
経

博
士
を
含
む
諸
博
士
が
交
代
制
に
よ
り
派
遣
さ
れ
て
い
た
と
す
る
記
述
が
あ
る
。

（
8
）
三
上
喜
孝　
「
習
書
木
簡
か
ら
み
た
文
字
文
化
受
容
の
問
題
」（『
日
本
古
代
の
文
字
と
地
方

社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）
は
、
七
世
紀
後
半
以
降
、『
論
語
』

や
『
千
字
文
』
の
習
書
木
簡
が
多
く
出
土
す
る
こ
と
と
、
渡
来
伝
承
成
立
と
の
関
連
性
を
指
摘

す
る
。

（
9
）
東
野
治
之　
「
古
代
日
本
の
文
字
文
化
」（『
古
代
日
本　

文
字
の
来
た
道
』
大
修
館
書
店
、

二
〇
〇
五
年
）、
一
〇
〇
頁
。

（
10
）
栄
原
永
遠
男　
「
白
猪
・
児
嶋
屯
倉
に
関
す
る
史
料
的
検
討
」（『
日
本
史
研
究
』
一
六
〇
、

一
九
七
五
年
）。

（
11
）
拙
稿　
「
古
代
王
権
と
「
後
期
ミ
ヤ
ケ
」」（『
古
代
王
権
と
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
二
年
、
初
出
二
〇
〇
九
年
）、
一
九
〇
〜
一
九
二
頁
。

（
12
）
岸
俊
男　
「
日
本
に
お
け
る
「
戸
」
の
源
流
」（『
日
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
七
三
年
、
初
出
一
九
六
四
年
）

（
13
）
石
上
英
一　
「
日
本
古
代
に
お
け
る
調
庸
制
の
特
質
」（
歴
史
学
研
究
別
冊
『
歴
史
に
お
け
る

民
族
と
民
主
主
義
』、
一
九
七
三
年
）。

（
14
）
新
井
喜
久
夫　
「
品
部
雑
戸
制
の
解
体
過
程
」（
彌
永
貞
三
先
生
還
暦
記
念
会
『
日
本
古
代
の

社
会
と
経
済
』
上
、
一
九
七
八
年
）。　

（
15
）
同
前
、
五
二
四
頁
。

（
16
）
以
下
の
記
載
は
、
岡
田
芳
朗 

「
日
本
に
お
け
る
暦
」（『
日
本
歴
史
』
六
三
三
、
二
〇
〇
一

年
）、
鎌
田
元
一 

「
暦
と
時
間
」（『
律
令
国
家
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出

二
〇
〇
六
年
）、
細
井
浩
志 

『
日
本
史
を
学
ぶ
た
め
の
〈
古
代
の
暦
〉
入
門
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
四
年
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
17
）
津
田
左
右
吉　
「
日
本
古
典
の
研
究
」
上
下
（『
津
田
左
右
吉
全
集
』
一
・
二
、
岩
波
書
店
、

一
九
六
三
年
）。

（
18
）
小
川
清
彦　
（
斉
藤
国
治
編
著
）「
日
本
書
紀
の
暦
日
に
つ
い
て
」（『
小
川
清
彦
著
作
集　

古

天
文
・
暦
日
の
研
究
』
皓
星
社
、
一
九
九
七
年
、
初
出
私
家
版
一
九
四
六
年
）。

（
19
）
谷
川
清
隆
・
相
馬
充　
「
七
世
紀
の
日
本
天
文
学
」（『
国
立
天
文
台
報
』
十
一
、二
〇
〇
八

年
）。

（
20
）
細
井
註
（
16
）
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
観
測
で
き
な
い
計
算
上
の
日
食
記
事
が
持
統
五
年
以
降

に
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
儀
鳳
暦
採
用
に
よ
る
計
算
と
推
測
す
る
。
な
お
、
文
武
天
皇

の
即
位
日
の
干
支
が
『
日
本
書
紀
』
と
『
続
日
本
紀
』
で
異
な
る
こ
と
か
ら
、
儀
鳳
暦
の
本
格

的
採
用
は
こ
れ
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）
な
お
、
頒
暦
に
つ
い
て
の
配
布
数
一
六
六
巻
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
一
年
一
巻
（
胆
沢
城
出

土
漆
紙
文
書
具
注
暦
断
簡
は
一
巻
）
と
す
る
か
二
巻
（
具
注
御
暦
は
上
下
二
巻
）
と
す
る
か
で

解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
八
省
と
諸
国
（
六
六
国
二
島
）
に
配
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
一
年
二
巻

が
整
合
的
。
そ
の
他
に
太
政
官
・
神
祇
官
・
京
職
・
大
宰
府
・
鎮
守
府
な
ど
を
考
慮
す
れ
ば

八
三
本
に
近
づ
く
。

（
22
）
竹
内
亮　
「
木
に
記
さ
れ
た
暦
」（『
木
簡
研
究
』
二
六
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
23
）
東
野
治
之　
「
具
注
暦
と
木
簡
」（『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
八
三
年
）。

（
24
）
三
上
喜
孝　
「
古
代
地
方
社
会
に
お
け
る
暦
―
そ
の
受
容
と
活
用
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
日
本

古
代
の
文
字
と
地
方
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
。
初
出
二
〇
〇
一
年
）。

（
25
）
舘
野
和
己　
「
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
台
座
か
ら
見
つ
か
っ
た
墨
書
銘
」（『
伊
珂
留
我
』

一
五
、
一
九
九
四
年
）。

（
26
）
長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー　
『
長
野
県
屋
代
遺
跡
出
土
木
簡
』
一
九
九
六
年
。

（
27
）
『
日
本
書
紀
』
斉
明
六
年
五
月
是
月
条
、
同
天
智
十
年
四
月
辛
卯
条
。
な
お
、
飛
鳥
の
水
落

遺
跡
か
ら
は
漏
刻
台
の
遺
構
が
発
掘
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
。
日
時
計
で
は
夜
間
・
雨
天
・

［古代公文書の成立前史］……仁藤敦史
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（
34
）
鎌
田
元
一　
「
日
本
古
代
の
官
印
」（『
律
令
公
民
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
初

出
一
九
九
四
年
）。

（
35
）
中
村
裕
一　
「
八
璽
（
八
宝
）」（『
唐
代
制
勅
研
究
』
第
四
章
第
二
節
、
汲
古
書
院
、一九
九一年
）

に
よ
れ
ば
、
中
国
で
は
皇
帝
の
璽
は
白
玉
製
の
陰
刻
印
で
、
紙
で
は
な
く
封
泥
に
用
い
ら
れ
た
。
し

か
し
、
日
本
で
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
明
瞭
で
な
い
。

（
36
）
こ
れ
ら
の
印
が
鋳
造
の
銅
印
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』
内
匠
寮
式
に
材
料
と

工
程
を
規
定
し
た
条
文
に
規
定
さ
れ
、『
続
日
本
紀
』
天
平
四
年
十
月
辛
巳
条
、『
三
代
実
録
』

天
安
二
年
十
月
七
日
甲
午
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、
節
度
使
の
印
や
讃
岐
国
な
ど
の
諸
国
印
は
「
銅

印
」
と
見
え
て
い
る
。

（
37
）
彌
永
貞
三　
「
大
宝
令
逸
文
一
条
」（『
史
学
雑
誌
』
六
〇
―
七
、一
九
五
一
年
）。
日
本
思
想

大
系
『
律
令
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
年
）
公
式
令
補
注
。
鎌
田
元
一
註
（
34
）
前
掲
論
文
。

（
38
）
『
続
日
本
紀
』
養
老
三
年
十
二
月
乙
酉
条
。
岸
俊
男
「
倉
印
管
見
」（『
日
本
古
代
籍
帳
の
研

究
』
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
、
初
出
一
九
六
七
年
）。
吉
川
真
司
「
外
印
請
印
考
」（
平
成
七
年

度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
日
本
古
代
官
印
の
研
究
』
一
九
九
六
年
）。

（
39
）
鈴
木
茂
男　
「
日
本
古
印
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題
」（『
書
の
日
本
史
』
九
、
平
凡
社
、
一
九
七
六

年
）。
鎌
田
元
一　

註
（
34
）
前
掲
論
文
も
同
様
な
見
解
を
示
す
。

（
40
）
黛
弘
道　
「
位
記
の
使
用
と
そ
の
意
義
」（
註
（
33
）
前
掲
書
、
初
出
一
九
五
七
年
）。

（
41
）
大
津
透　
「
古
代
天
皇
制
論
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）。

（
42
）
な
お
、
山
本
祟　
「
オ
シ
テ
フ
ミ
考
―
大
宝
令
以
前
の
文
書
に
つ
い
て
―
」（
奈
良
文
化
財

研
究
所
編
『
文
化
財
学
の
新
地
平
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）
は
、『
日
本
書
紀
』
の
古

訓
か
ら
大
宝
令
以
前
に
手
印
文
書
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
測
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、『
日
本

書
紀
』
の
訓
は
、
本
文
を
及
ぶ
限
り
和
語
で
読
み
下
す
こ
と
に
よ
り
付
さ
れ
た
も
の
で
、
後
世

の
擬
古
的
な
訓
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
、
手
印
文
書
の
存
在
を
証
明
す
る
証
拠
と
し

て
は
弱
い
と
考
え
る
（
大
野
晋
「
訓
読
」『
日
本
書
紀
』
上
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）。
さ

ら
に
、
古
い
「
符
」
の
用
例
も
後
述
す
る
よ
う
に
「
宣
」
と
通
用
す
る
よ
う
に
「
の
る
」「
お

お
す
」
の
意
味
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
紙
を
媒
体
と
し
た
事
例
は
明
証
が
な
い
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
口
頭
伝
達
や
木
簡
の
可
能
性
も
残
る
。

（
43
）
『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
五
月
癸
酉
条
。

（
44
）
『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
五
月
丙
申
条
。

（
45
）
『
続
日
本
紀
』
和
銅
四
年
十
二
月
壬
寅
条
。

（
46
）
『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
二
一 

一
〜
二
頁
。
文
頭
に
「
コ
ノ
文
書
、
原
本
ニ
ハ
恐
ラ
ク

「
太
政
官
印
」
ヲ
踏
セ
シ
ナ
ラ
ン
モ
、
僅
ニ
署
名
ノ
ト
コ
ロ
ニ
ソ
ノ
輪
郭
ヲ
存
セ
ル
ノ
ミ
」
と

の
注
記
が
あ
る
。

（
47
）
岸
俊
男　

註
（
38
）
前
掲
論
文
。
同
「
造
籍
と
大
化
改
新
詔
」（
註
（
38
）
前
掲
書
所
収
）。

（
48
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館　
『
日
本
古
代
印
集
成
』（
一
九
九
六
年
）
所
収
の
「
日
本
古
代
印
文

集
成
一
覧
表
」
に
よ
る
。

曇
天
時
に
計
測
不
能
で
あ
り
、
漏
刻
の
導
入
に
よ
り
は
じ
め
て
定
時
朝
参
制
が
可
能
と
な
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
古
代
官
人
制
に
と
っ
て
の
大
き
な
画
期
と
評
価
さ
れ
る
（
今
泉
隆
雄
「
日
本

古
代
に
お
け
る
漏
刻
と
時
刻
制
の
成
立
」（『
古
代
宮
都
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
九
三
年
、

初
出
一
九
九
三
年
）、
拙
著
『
都
は
な
ぜ
移
る
の
か
―
遷
都
の
古
代
史
―
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
一
年
、
同
『
「
都
」
が
つ
く
る
古
代
国
家
』N

H
K

出
版
、
二
〇
一
二
年
）。

（
28
）
細
井
浩
志　
「
時
間
・
天
皇
と
暦
」（
岩
波
講
座
『
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
』
八
、
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
と
身
体
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
29
）
大
化
年
号
が
使
用
さ
れ
た
実
例
と
し
て
は
、「
宇
治
橋
断
碑
」
が
著
名
で
あ
る
が
、
同
時
代

的
使
用
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
拙
稿
「
宇
治
橋
断
碑
の
研
究
と
復
元
」（
小
倉
慈
司
・

三
上
喜
孝
編
『
古
代
日
本
と
挑
戦
の
石
碑
文
化
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
叢
書
四
、

二
〇
一
八
年
）
で
論
じ
た
。

（
30
）
細
井
浩
志　
「
日
本
古
代
に
お
け
る
年
号
制
の
成
立
に
つ
い
て
」（
水
上
雅
晴
編　
『
年
号
と

東
ア
ジ
ア
―
改
元
の
思
想
と
文
化
―
』
八
木
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
に
よ
れ
ば
、
年
号
使
用

の
理
由
と
し
て
、
中
国
と
は
異
な
る
元
号
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
独
立
性
の
主
張
、
祥
瑞
改

元
に
よ
る
正
統
性
の
主
張
、
干
支
の
六
十
年
を
越
え
る
長
期
の
記
録
保
存
の
必
要
性
、
の
三
点

を
指
摘
す
る
。

　
　
　

な
お
、
祥
瑞
改
元
に
よ
る
正
統
性
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
養
老
改
元
を
素
材
と
し
て
、
養
老

の
礼
の
実
践
＝
孝
行
こ
そ
が
、
君
主
の
徳
を
示
す
も
の
と
観
念
さ
れ
た
た
め
、
天
子
の
徳
が
泉

に
及
ぶ
こ
と
で
水
が
わ
き
、
そ
の
美
泉
の
出
現
は
天
が
元
正
天
皇
に
つ
い
て
有
徳
の
君
主
で
あ

る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
を
強
調
す
る
政
治
的
意
味
が
あ
っ
た
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿

「
美
濃
行
幸
と
養
老
改
元
―
変
若
水
の
滝
と
醴
泉
の
伝
承
―
」『
美
夫
君
志
』
九
三
、
二
〇
一
六

年
）。

（
31
）
以
下
の
記
載
は
、
拙
稿
「
公
印
鋳
造
官
司
の
変
遷
に
つ
い
て
―
鍛
冶
司
・
典
鋳
司
・
内
匠

寮
―
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
七
九
、
一
九
九
九
年
）
に
依
拠
し
て
い
る
。

（
32
）
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
上
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
の
二
四
三
頁
頭
注
な
ど
。

た
だ
し
、
倭
国
で
は
「
倭
の
五
王
」
段
階
に
は
中
国
南
朝
と
交
渉
が
あ
り
、
公
認
さ
れ
た
王

号
・
将
軍
号
に
よ
り
、
臣
下
の
者
に
将
軍
・
郡
太
守
号
を
与
え
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で

（
坂
元
義
種　
『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
、
鈴
木
靖
民　
　

「
東
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
国
家
形
成
と
大
和
王
権
」『
倭
国
史
の
展
開
と
東
ア
ジ
ア
』
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）、
宋
代
の
印
章
制
度
に
よ
れ
ば
連
動
し
て
将
軍
号
に
対
応

し
た
通
官
印
と
し
て
の
「
印
綬
」
が
与
え
ら
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
実
物
に
お
い
て
も

南
北
朝
期
の
将
軍
号
印
は
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
葉
其
峯 

「
魏
晋
南
北
朝
時
期
的
将
軍
及
有

関
武
職
官
印
」
〈王
人
聡
・
葉
其
峯 

『
秦
漢
魏
晋
南
北
朝
官
印
研
究
』
香
港
中
文
大
学
文
物
館
、

一
九
九
〇
年
〉）。

（
33
）
黛
弘
道　
「
三
種
の
神
器
に
つ
い
て
」（『
律
令
国
家
成
立
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
二
年
、
初
出
一
九
七
八
年
）。
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（
49
）
鈴
木
茂
男　

註
（
39
）
前
掲
論
文
。
こ
の
点
は
、
官
人
の
考
課
が
「
当
司
長
官
」
で
あ
る
と

す
る
考
課
令
01
内
外
官
条
の
規
定
に
つ
い
て
大
宝
令
段
階
で
は
被
官
の
官
司
は
す
べ
て
所
管
の

官
司
の
長
官
が
勤
務
評
定
を
お
こ
な
う
と
解
し
た
の
に
対
し
て
、
養
老
令
段
階
で
は
省
・
寮
・

司
の
各
長
官
が
行
う
べ
き
で
あ
る
と
、
法
意
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
が
指
摘

で
き
、
大
宝
令
段
階
で
は
文
書
行
政
や
勤
務
評
定
な
ど
に
お
い
て
被
官
官
司
の
独
立
性
を
認
め

ず
、
太
政
官
―
八
省
に
よ
る
統
制
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
50
）
中
村
太
一　
「
古
代
日
本
に
お
け
る
墨
書
押
印
貢
進
物
」（『
栃
木
史
学
』一
四
、二
〇
〇
〇
年
）。

（
51
）
岸
俊
男　
「
木
簡
と
大
宝
令
」（『
古
代
文
物
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
初
出

一
九
八
〇
年
）
は
、大
宝
令
以
前
の
木
簡
が
年
月
日
を
冒
頭
に
記
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
52
）
明
石
一
紀　
「
調
庸
の
人
身
別
輸
納
と
合
成
輸
納
―
木
簡
と
和
銅
六
年
格
―
」（
竹
内
理
三

編　
『
伊
場
木
簡
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
一
年
）。
東
野
治
之
「
木
簡
に
現
れ
た
「
某

の
前
に
申
す
」
と
い
う
形
式
の
文
書
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、

一
九
八
三
年
）。
舘
野
和
己
「
律
令
制
の
成
立
と
木
簡
」（『
木
簡
研
究
』
二
〇
、一
九
九
八
年
）。

（
53
）
鐘
江
宏
之　
「
解
・
移
・
牒
」（『
文
字
と
古
代
日
本
』
一
支
配
と
文
字
、
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
四
年
）。

（
54
）
上
下
関
係
に
な
い
官
司
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
移
式
で
は
、
統
括
関
係
に
あ
る
場
合
（
因
事

管
隷
）
に
は
「
故
移
」
で
は
な
く
「
以
移
」
に
代
え
る
こ
と
が
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

実
例
で
は
必
ず
し
も
徹
底
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
同
格
で
あ
る
は
ず
の
神
祇
官
と
太
政
官
の
関

係
に
お
い
て
も
太
政
官
符
が
神
祇
官
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
官
司
秩
序
と
文
書
体
系
が
運
用
上

で
は
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
（
鐘
江
前
掲
註
（
53
）
論
文
参
照
）。

（
55
）
東
野
治
之　

註
（
52
）
前
掲
論
文
。
早
川
庄
八
「
公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」（『
日
本
古
代

の
文
書
と
典
籍
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
八
五
年
）。

（
56
）
東
野
治
之　
「
長
屋
王
家
木
簡
の
文
体
と
用
語
」「
日
本
語
論
」（『
長
屋
王
木
簡
の
研
究
』
塙

書
房
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
九
一
・
一
九
九
三
年
）。「
大
命
符
」
の
用
例
は
『
平
城
京
木

簡
』
一
―
一
四
四
号
木
簡
、
同
二
―
一
六
八
八
号
木
簡
な
ど
に
あ
り
、「
大
命
宣
」
は
同
一
―

一
四
二
・
三
号
木
簡
な
ど
に
あ
る
。「
勅
旨
」
も
「
大
命
」
と
同
様
な
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。

（
57
）
館
野
和
己　
「
律
令
制
の
成
立
と
木
簡
」（『
木
簡
研
究
』
二
〇
、
一
九
九
八
年
）。

（
58
）
前
掲
註
（
55
）
論
文
参
照
。

（
59
）
渡
辺
晃
宏　
「
木
簡
か
ら
万
葉
の
世
紀
を
読
む
」（『
奈
良
時
代
の
歌
人
』
高
岡
市
万
葉
歴
史
館

叢
書 

二
〇
、
二
〇
〇
八
年
）

（
60
）
熊
谷
公
男　
「
跪
伏
礼
と
口
頭
政
務
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集
―
歴
史
学
・
地
理
学
』
三
二
、 

一九
九
九
年
）。
新
川
登
亀
男　
「
小
墾
田
宮
の
匍
匐
礼
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
表
現
』
吉
川
弘

文
館
、一九
九
九
年
、
初
出一九
八
六
年
）
は
、
匍
匐
礼
に
比
較
し
て
跪
伏
礼
に
は
両
手
の
自
由
が
存

在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
61
）
拙
稿
「
宣
命
」（『
文
字
と
古
代
日
本
』
一
支
配
と
文
字
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
62
）
「
文
則
皇
太
夫
人
、
語
則
大
御
祖
」（『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
三
月
辛
巳
条
）。

（
63
）
川
崎
晃
「
古
代
日
本
の
王
言
に
つ
い
て
―
オ
オ
ミ
コ
ト
・
ミ
コ
ト
・
ミ
コ
ト
ノ
リ
―
」

（『
音
の
万
葉
集
』
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
論
集
五
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
64
）
鐘
江
宏
之　
「
口
頭
伝
達
と
文
書
・
記
録
」（『
列
島
の
古
代
史
』
ひ
と
・
も
の
・
こ
と 

六
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。
川
尻
秋
生 

「
口
頭
と
文
書
伝
達
―
朝
集
使
を
事
例
と
し
て
―
」

（『
文
字
と
古
代
日
本
』
二　

文
字
に
よ
る
交
流
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
65
）
丸
山
裕
美
子　
「
書
儀
の
受
容
に
つ
い
て
」（『
正
倉
院
文
書
研
究
』
四
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六

年
）。

（
66
）
早
川
庄
八　

前
掲
註
（
55
）
論
文
。
吉
川
真
司
「
奈
良
時
代
の
宣
」（『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』

塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
九
八
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
唐
制
で
は
官
司
内
別
局
と
の
連
絡
文
書

形
式
と
し
て
「
牒
」（
下
達
）
以
外
に
も
「
刺
」（
上
申
）・「
関
」（
互
通
）
が
存
在
し
た
が
、「
牒
」

の
み
が
継
受
さ
れ
た
の
で
、
官
司
内
の
上
申
・
下
達
両
用
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す

る
。

（
67
）
川
端
新　
「
荘
園
制
的
文
書
体
系
の
成
立
ま
で
―
牒
・
告
書
・
下
文
―
」（『
荘
園
制
成
立
史

の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
八
年
）。

（
68
）
『
木
簡
研
究
』
二
三
、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
三
頁
。

（
69
）
三
上
喜
孝　
「
文
書
様
式
「
牒
」
の
受
容
を
め
ぐ
る
一
考
察
」（『
山
形
大
学
歴
史
・
地
理
・

人
類
学
論
集
』
七
、
二
〇
〇
六
年
）。
朝
鮮
半
島
の
月
城
垓
字
木
簡
に
お
い
て
も
「
牒
」
の
形

式
が
六
世
紀
後
半
か
ら
使
用
さ
れ
て
お
り
、
倭
国
に
も
継
承
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

（
70
）
鐘
江
前
掲
（
53
）
論
文
。

（
71
）
滋
賀
県
教
育
委
員
会　
『
湯
ノ
部
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
一
、
一
九
九
五
年
。

（
72
）
東
野
治
之　
「
奈
良
時
代
以
前
の
解
」（『
史
料
学
探
訪
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
初
出

一
九
八
二
年
）。

（
73
）
新
川
登
亀
男　
「「
辞
」
文
化
小
考
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
表
現
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九

年
、
初
出
一
九
八
四
年
）。
な
お
、
山
口
英
男　
「
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
「
口
状
」
に
つ
い
て
」

（
佐
藤
信
編
『
史
料
・
史
跡
と
古
代
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）
は
、
正
倉
院
文
書
に

見
え
る
「
口
状
」
の
用
例
に
つ
い
て
、「
口
頭
で
伝
達
さ
れ
た
内
容
を
そ
の
場
で
受
信
者
が
書
き

取
っ
て
書
面
に
し
た
も
の
」
と
定
義
す
る
。
文
書
名
称
の
違
い
が
大
き
な
意
味
を
有
さ
な
い
と
す

れ
ば
、
大
局
的
に
は
対
面
で
の
会
話
が
書
き
と
め
ら
れ
て
、「
某
状
」
の
よ
う
な
疑
似
文
書
と
な

り
、
さ
ら
に
は
上
申
文
書
と
し
て
の
解
状
へ
と
展
開
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
こ
の
「
口

状
」
も
そ
の
類
型
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

（
74
）
新
川
登
亀
男　

註
（
73
）
前
掲
論
文
。

（
75
）
渡
辺
晃
宏　
「
古
代
地
方
木
簡
の
世
紀
」（
滋
賀
県
文
化
財
保
護
協
会
『
古
代
地
方
木
簡
の
世

紀
』
サ
ン
ラ
イ
ズ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）

（
76
）
こ
の
儀
礼
の
前
提
と
し
て
は
、
文
書
に
年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
、
朔
日
を
決
定
す
る
頒
暦

が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
前
提
と
な
る
。
新
川
登
亀
男　
「
公
文
机
と
告
朔
儀
礼
」

（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
表
現
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）。

［古代公文書の成立前史］……仁藤敦史
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（
77
）
新
川
登
亀
男　
「「
古
代
の
文
書
」
序
説
」（『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
表
現
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）、
同
註
（
76
）
前
掲
論
文
、
同 

「
告
朔
儀
礼
と
対
外
的
契

機
」（
同
前
、
初
出
一
九
八
五
年
）、
馬
場
基
「
書
写
技
術
の
伝
播
と
日
本
文
字
文
化
の
基
層
」

（『
日
本
古
代
木
簡
論
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
、
初
出
二
〇
一
四
年
）。
こ
れ
ら
の
印
が

鋳
造
の
銅
印
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』
内
匠
寮
式
に
材
料
と
工
程
を
規
定
し
た

条
文
に
規
定
さ
れ
、『
続
日
本
紀
』
天
平
四
年
十
月
辛
巳
条
、『
三
代
実
録
』
天
安
二
年
十
月
七

日
甲
午
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、
節
度
使
の
印
や
讃
岐
国
な
ど
の
諸
国
印
は
「
銅
印
」
と
見
え
て
い

る
。

（
国
立
歴
史
民
俗
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Prehistory of How Ancient Official Documents Came into Existence: 
Kanji, Calendars, Seals, and Document Styles

NITO Atsushi

In this paper, a study is made of the various factors by which ancient documents came into 

existence. Specifically, this includes the proficient use of kanji (Chinese characters), introduction 

and spread of the calendar, introduction of seal systems, and uniformity of document formats. It was 

confirmed that all of these factors were fully developed by the second half of the 7th century and 

thereafter.

As a conclusion to the study of the document formats that remain from before the Taiho Code, 

such as Oomikoto no fu（大命符）, Sen（宣）, Nanigashi no mae ni mosu（某前白） Mosu（申）,  

Ji（辞）, Cho（牒）, and Ge（解）, it was again confirmed that there is no major significance to the 

differences in the document format stipulated in the Kushiki-ryo（公式令）, based simply on the key 

difference of whether the document format is a report to a superior or to a subordinate. Furthermore, 

it was confirmed that the ancient Chinese document  format rather than that of the Tang Dynasty 

had been handed down from before the Taiho Code through the Korean Peninsula, as the content 

shows the influence of correspondence styles and the assumption of oral transmission. There are 

many cases wherein the mokkan (wooden writing tools) excavated from the early-Nara period and 

the Shosoin（正倉院） (treasure house) documents deviated from this Kushiki-ryo document format. 

It has been indicated that documents from the 7th century were most certainly used to complement 

oral transmission. Taking the Kinen mokkan（紀年木簡） (annual wooden writing tools) as a standard, 

there was a major transition in the proficiency of document administration, as objects describing the 

years from the fourth year of Tenmu onward are continually being excavated.  

Key words: Calendars, seals, written forms, oral communication, letters




